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は

じ

め

に

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　ハ
ユ　

　

筆
者
は

先
に

「

唐

代
小

説

集
『

纂
異
記
』

考
釈
叙

録
」

と

題
す

る

小

考
で
、

『

纂
異

記
』

の

記

録

状
況
の

調
査

、

作
者

考
を

行
っ

た
。

こ

こ

で
、

『

太

平

広

記
』

中
よ

り

十
四

則
を

検
出

し
、

そ

し

て

類
書

等
の

記
録
を

列

挙
し

た
。

又

『

纂

異
記
』

の

著
者
が

李
政

で

あ

る

こ

と

を

明

ら

か

に

し
、

そ

の

生

平
を

調

査
し

た
。

李

政
は
、

太

和

元
年
（

八

二

七
）

頃
、

洛

陽
の

龍
門

山
の

天
竺

寺
に

て

貢

挙

の

習
業

を
し
、

太
和

五

年
（

八

三
一
）

よ

り

「

甘

露
の

四

相
」

（

李

訓
・

舒
元

輿
・

王

涯
・

賈
鰊
）

中
の

舒

元
輿
の

援

助
を

受
け
、

又

李

訓

等
と

の

知

遇
を

得
た

。

太
和
九

年
（

八

三

五
）

、

歙

州
巡

官

と

な

る

も
、

「

甘
露

の

変
」

が

起
こ

り
、

四

相
等
が

殺
さ

れ
た

。

会

昌
六

年
（

八

四

六
）

以

降
、

大

中
八

年
（

八

五

四
）

以

前
に
『

纂

異
記
』

を

著
わ

し
、

大

中
年

間
（

八

四
七

〜
八

五

九
）

も
し

く
は

咸

通

年
間
（

八

六

〇
〜

八

七

三
）

に

至

る

も

依
然
と

し

て

貢
挙
に

応
じ

た

が

第
せ

ず
、

但
し

文

名
は

高
か

っ

た
、

と
い

う
人

物
で

あ

る
。

　

次
い

で

「

唐
代
小

説

集
『

纂
異
記
』

所
収
「

許

生
」

に
つ

い

て

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
ハ
ヨ　

1
甘

露
の

変
を

め

ぐ
っ

て

ー
」

を

記

し
、

『

纂

異
記
』

全

篇

考

釈

を
開

始
す
る

に

当
た

り
、

集
中

成
書

に

深
く

関
連

す
る

「

許
生
」

篇
を

考
釈
し

て
、

作
品
内

容
を

明
ら

か

に

し
、

更

に

そ
の

成
立
の

背
景
に

つ

い

て

考
え

た
。

　

「

許
生
」

は

「

甘
露
の

四

相
」

の

誅
死

を

弔
い

冤
を

訴

え

る

と

い

う

背
景
を

持
つ

小

説
で

あ
っ

た
。

　

四

相
は

賈
鰊
を

除
い

て

は

悪

評
高

い

人

物
達
で

あ

る

が
、

舒
元

輿
は

李
政
の

直
接

的
生

活
援
助

者
で

あ
り

、

そ
の
一

党
が

ク

ー

デ

タ

ー

を
起
こ

し
、

誅
殺
さ
れ

る

の

を

目

の

当
た

り

に

し

た

衝

撃
は

大
き

く、

ま

し

て

舒
元
輿

、

王

涯
、

賈

鰊
は

冤

罪
で

あ
っ

た
。

　
こ

の

李

攻
の

哀

悼
・

憤
懣
の

情
の

発

露
、

冤

罪
の

告
訴

を

小

説

の

ス

タ

イ
ル

で

世
に

問
う
た

点

に

見

る
べ

き
も
の

が

あ
っ

た
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ハ
ヨ
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　
　
ハ
さ

　

筆

者
は
こ

れ
ま
で

に
、

「

武

則

天

の

禍
」

、

「

藩
鎮
の

跋

扈
」

、
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なロ

「

牛

李
の

党

争
」

に
つ

い

て

考

察
し

た
。

「

唐
代

小
説

集
『

纂

異

記
』

所

収
「

許
生
」

に

つ

い

て

ー
甘
露
の

変

を
め

ぐ
っ

て

ー
」

は

そ

の

延

長

線
上

で
、

「

宦

官
の

専
横

に

起

因

す
る

政
変
」

、

そ

し

て

本

稿
に

て
、

「

官

吏
さ

ら

に

は

神
の

腐

敗
」

を

記
し

た

小
説

を

読
解
す
る

。

唐

代
小
説

の

特

色
の
一

つ

に

「

著
作
の

目

的

性
の

強

さ
」

が

あ
る

と

考
え

て

き

た

が
、

「

浮

梁

張
令
」

に

於
い

て

も

強

烈
な

諷
刺
と
い

う

目
的

性
が

読

み
取
れ

る
。

　

今

回
、

『

纂

異
記
』

十
四

則
の

考
釈

の

中
、

第
二

に

「

浮

梁
張

令
」

を

選
ん

だ
所

以
で

あ

る
。

　

　

　
一

　

「

浮

梁
張
令
」

考

釈

　

本
文

は

『

太
平
広

記

会
校
』

巻
第
三

百
五

十
鬼
三

十
五

「

浮

梁

張

令
」

（

張

国

風

　

北

京

燕
山

出

版

社
　
二

〇
一

一

年
）

（

以

下

『

会
校
』

と

称
す
）

を

底

本
と

す
る

。

　
『

太

平
広

記
』

（

汪

紹

楹
　

中
華
書

局
　
一

九

六
】

年
）

は

『

原

本
』

と

称
し

、

『

太

平
広

記
』

諸
版

本

間
の

異
同

は

基

本

的
に

記

さ
な
い

。

　

『

古

今
説
海
』

説

淵
四

十
五

「

張

令

伝
」

以

下

（

『

説

海
』

と

称

ず
）

、

『

稗

海
』

所

収
八

巻

本

『

捜
神

記
』

巻
六

（

以

下

『

稗

海
』

と

称
す
）

な
ど

の

特

筆
す
べ

き

他
書
と

の

異

同
の

み

を
記

す
。

　
考

釈
の

参

考

と

な

る

資

料
は

多
い
。

そ

の

主

と

し

た

も
の

を

ハ
　　

注

に

掲
げ

る
。

　

浮

梁
ω
張

令
、

家
業

蔓
延
江

淮
聞

。

累
金

積
粟
、

不

可

勝
計

。

秩
滿

、

如

京
師

。

常
先
一

程

致
頓
、

海
陸

珍
美
畢

具
。

【

校
異
】

ω
「

浮
粱
」

　
　
『

稗
海
』

「

徳
化
」

に

作
る

。

「

徳
化
」

は

五

代
南
唐

以
降
の

地

名
、

取

ら

ず
。

【

注
】

○

浮

梁
　

県
名

。

唐
の

江

南

西

道

饒
州

、

今
の

江

西

省

景

徳
鎮

市
。

茶
の

名

産

地
。

白

居

易

「

琵

琶

引
」

（

『

全

唐
詩
』

卷
四

百
三

十
五
）

に
、

「

商

人
重

利

軽

別

離
、

前
月

浮

梁

買
茶

去
。

」

（

商

人

は

利

を

重

ん

じ

て

別

離

を

軽
ん

じ
、

前

月

浮

梁

に

茶
を

買
は

ん

と

去

る
。

）

と

あ

る
。

O
張

令

　
姓
が

張
の

県

令
。

伝
不

詳
。

浮

梁
は

県
級
、

上

県
。

県
令
は

従
六

品

上
。

○

江

淮
聞

　
長

江
・

淮
水
の

流

域
。

商
業
が

盛
ん

な

土

地
。

○

致

頓

　
「

置
頓
」

に

同
じ

。

「

頓
」

は

飲

食
を

準
備

し

た

宿
泊

所
。

【

訓
読
】

　

浮

梁
の

張
令

、

家
業
は

江

淮
の

問
に

蔓
延

す
。

金
を

累
ね

粟

を
積
む
こ

と
、

勝
げ
て

計

ふ

べ

か

ら

ず
。

秩
満
ち

、

京
師
に

如

く
。

常
に
一

程
を

先
ん

じ

て

頓
を

致
し

、

海
陸
の

珍

美

畢
く

具

へ

し

む
。

【

訳
文
】

　

浮
梁
県
の

張
県

令
は

、

家
産
は

長
江
・

准
河

の
一

帯
に

広

く

満
ち

て

い

た
。

金

や
米
を

貯
め

込

む

こ

と

は
、

数
え

切
れ

な

い

ほ

ど

多
か
っ

た
。

張
県

令
は

任
期
が

終
わ

り
、

都
・

長
安
へ

行

っ

た
。

常
に

下
僕
を
一

区

切

り

先
に

行
か

せ

て
、

飲

食
宿

泊
の

準
備

を

さ

せ
、

山

海
の

珍
味
を

尽

く

そ

ろ

え

さ

せ

た
。

　
至

華

陰
、

僕

夫
施

幄

幕
。

陳
樽
罍

ω
。

庖
人

炙

羊
方

熟
弔

有
黄

衫
者
、

據

盤
而

坐
。

僕

夫

連
叱

、

神
色

不

撓
。

店

嫗

日
、

「

今
五

198

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　
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坊

弋

羅

之

輩
、

横
行

關
内

。

此

其
流

也
。

不

可

與
競

。

」

僕

夫
方

欲
求
其

帥

以

責
之

、

而

張

令
至

。

具

以

黄

衫
者

告
。

張

令
日

、

「

勿

叱
。

」

召

黄
衫
者

間

日
、

「

來

自

何
方

。

」

黄
衫
但

唯

唯

耳
。

促

煖

酒
、

酒

至
、

令

以

大
金

鍾

飮
之

。

雖
不

謝
、

似

有
愧

色
。

飮

訖
、

顧

炙
羊

、

著
目

不

移
。

令

自

割
以

勸
之

。

一

足

盡
、

未

有
飽
色

。

令

又

以

奩
中

餤

十
四

五

啖
之

。

凡

飮
二

斗

餘
。

【

校
異
】

ω

「

樽
罍
」

　

『

会
校
』

「

樽

壘
」

に

作
る

。

『

説
海
』

に

拠
り

て

改
む

。

『

稗

海
』

「

蹲
俎
」

に

作
る

。

義
、

是

な
り

。

【

注
】

○

華

陰

　
今
の

陝
西

省

華
陰
市

。

都

長
安
と

の

交

通
の

要

所
。

○

樽

罍
　

酒
だ

る
。

罍
は

雷
雲

模

様
の

入
っ

た

大

き
な

酒

だ

る
。

○

黄
衫

　
黄
色
の

衣
。

神
界
・

冥

界
の

官
吏

や
使

者
が

着
用

す

る

上

着
。

「

黄
衫
の

吏
」

「

黄

衣
の

人
」

と

し

て

『

太

平

広

記
』

に

多

く

見
え

る
。

『

太

平
広

記
』

巻
一

百

四

報
応
三

金

剛
経

「

盧

氏
」

に

「

唐
開

元

中
、

有
盧
氏

者
。

…

見

二

黄
衫

人

入

門
。

盧

問
為

誰
。

答
日
、

『

是
里
正

。

奉
帖
追
公

。

』
」

（

唐

の

開
元

中
、

盧
氏

な

る

者

有
り

。

…

二

黄

衫
の

人
の

門
に

入

る

を

見

る
。

盧

誰
た

る

か

を

問

ふ
。

答
へ

て

曰

は

く
、

「

是

れ

里

正

な
り

。

帖
を

奉
じ

て

公

を

追
ふ
」

と
。

）

と

あ

る

「

黄

衫
の

人
」

は
、

自

ら

を

「

里

正
」

（

地

方
の

小

さ

な

行

政

区

域
の

下

級
官
吏

。

地
方

官
庁
の

命
に

よ

り

徴
税
・

徴
兵

な

ど

の

事

務
を

な

す
）

と

称
し

、

「

命
令

書
を

持
っ

て
、

逮

捕
に

来
た
」

と

言

う
冥

界

の

下

級

官
吏
で

あ

る
。

『

太

平
広

記
』

卷
一

百

三

十
二

報
応
三

十
一

殺
生

「

張
縦
」

に

「

唐
泉
州

晋

江

県

尉

張
縦

者
、

好
啖

膾
、

忽

被

病
死

。

心

上

猶

煖
。

後
七

日

蘇
。

云
、

『

初
有

黄
衫

吏
告

云
、

王

追
。

…
』
」

（

唐
の

泉
州

晋

江
の

県

尉

張

縦

な

る

者
は
、

好
ん

で

膾
を

啖
ひ
、

忽

ち

病
を

被
り

て

死

す
。

心

上

猶
ほ

煖
か

し
。

後
七

日

に

し

て

蘇

る
。

云

ふ
、

「

初
め

黄

衫

の

吏
有

り

て

告

げ
て

云

ふ
、

王

追
ふ

。

…
」

と
）

と

あ

る
。

又

卷
一

百

五

十

七

定

数

十
二

「

李

敏
求
」

に

「

因
命
左

右
一

黄
衫

吏

日
、

『

引

二

郎
至

曹

司
。

』
」

（

因

り

て

左

右
の

一

黄
衫
の

吏

に

命
じ

て

曰

は

く
、

「

二

郎

を

引
き

て

曹

司

に
至

ら

し

め

よ
」

と
。

）

と

あ
る

。

〇

五

坊

弋

羅
之

輩

　
「

五

坊
」

は

唐

代
、

宣

徽

院
に

属
し

皇

帝
の

猟

鷹
や

猟
犬

を

管
理

し

た

役

所
。

「

弋

羅
」

は
、

い

ぐ
る

み

や

網
な
ど

の

狩
猟
の

用

具
。

中

唐
以

降
こ

の

五

坊
に

属

す

る

年

少
の

役

人

が

専

横
を

極
め

た
。

『

唐

会

要
』

巻

七

十
八

諸
使

中
に

「

五

坊

宮

苑
使

。

五

坊
、

謂

鵬
、

鶻
、

鷹
、

鷂
、

狗
。

共

為
五

坊
。

…

貞
元

末
、

五

坊
小

児
張

捕

鳥
雀
羅
於

間
里

者
皆
為

暴
横
、

以

取

人
銭

物
。

…

或
相

聚

飲
食
於

酒

肆
、

酔
飽

而

去
。

売

者

或
不

知
、

就

索
其

直
、

多
被
毆

詈
。

」

（

五

坊

宮

苑
使

。

五

坊
は

、

鵬
、

鶻
、

鷹
、

鷂
、

狗
を

謂
ふ

。

共

に

五

坊
と

為
す

。

…

貞
元

末
、

五

坊
の

小
児
の

鳥
雀
を

捕
ふ

る

羅

を

間
里

に

張
る

者
皆
暴
横
を

為
し

、

以
て

人
の

銭

物
を

取

る
。

…

或
い

は

相
聚
り

て

酒
肆
に

飲

食
し
、

酔
飽
し

て

去

る
。

売
る

者

或
い

は
知

ら

ず
、

就
ち
其
の

直
を

索
む

れ
ば

、

多
く

毆

詈
せ

ら

る
。

）

と

あ

る
。

○

關
内

　
函
谷

関
の

西

方

長
安

付
近

の

地
。

○

奩
中

餤

　
箱
の

中
の

餅
。

餅
は

今
の

饅

頭
・

蒸
し
パ

ン

の

類
。

〇

二

斗

　
唐

代
の
一

斗
は

お

よ

そ

0
．

6
リ

ソ

ト

ル
。

【

訓
読
】

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
そ

ん

ら
い

　
　
つ

ら

　

華
陰
に

至

る

や
、

僕
夫

幄
幕
を

施
し

、

樽
罍

を

陳
ぬ

。

庖

人
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羊
を

炙
り

方
に

熟
す
。

黄

衫
の

者

有
り

、

盤

に

拠

り

て

坐

す
。

僕
夫

連
り

に

叱

す
る

も
、

神

色
撓
ま

ず
。

店

嫗
曰

は

く
、

「

今

五

坊
の

弋
羅

の

輩
、

関
内
を

横
行

す
。

此
れ

其
の

流
な

り
。

与

に

競
ふ
べ

か

ら

ず
」

と
。

僕

夫
方
に

其

の

帥
に

求

め

て

以

て

之

を

責
め

ん

と

欲

す
る

に
、

張

令
至

る
。

具
に

黄
衫
の

者
を

以

て

告

ぐ
。

張

令

日

は

く
、

「

叱

す

る

勿
か

れ
」

と
。

黄

衫
の

者

を

召
し

問

ひ

て

曰

は

く
、

「

来
た

る

こ

と

何
れ

の

方

よ

り

す
る

か
」

と
。

黄
衫

但
だ

唯
唯

た

る

の

み
。

酒
を

煖
む

る

を

促

し
、

酒
至

れ

ば
、

大
金

鍾

を

以

て

之

を

飲
ま

し

む
。

謝
せ

ず
と

雖
も

、

愧

つ

る

色

有
る

に

似
た

り
。

飲
み

訖
は

り

て
、

羊
を

炙
る

を

顧

み

て
、

著
目

し

て

移
さ

ず
。

令

自
ら

割

き
て

以

て

之

を

勧
む

。

一

足

尽

く

る

も
、

未
だ

飽
色

有
ら

ず
。

令
又

奩
中
の

餤
十
四

五

を

以

て

之

に

啖
は

し

む
。

凡

そ

飲
む

こ

と
二

斗
余
り

な

り
。

【

訳

文
】

　

華

陰
県

に

至

る

と
、

下

僕
が

テ

ン

ト

を

張
り

、

酒

だ

る

を
並

べ

た
。

料

理

人

は

羊

の

肉

を

あ
ぶ

り
、

ち
ょ

う
ど

焼
き

あ

が

ろ

う

と

し

て

い

た
。

す

る

と

黄
色
の

衣

を

着
た

者
が

現
れ
、

食
膳

の

前

に

坐
っ

た
。

下

僕
は

し

き

り

に

叱

責
し

た

が
、

顔
色

を

変

え

な

か
っ

た
。

旅

館
の

老

婦
は
、

「

最

近

皇

帝
の

猟
鷹

や

猟
犬

を

管

理

す

る

役
所
の

連

中
が
、

関
内

を

横

行
し

て

い

る
。

黄
色

の

衣

を

着
た

者
は

そ

の

仲

間
だ

。

彼

ら
と

い

さ

か

い

を

起
こ

し

て

は

い

け

な
い
」

と

言
っ

た
。

下

僕
が

ち

ょ

う
ど

主

人

に

こ

の

者
を

責
め

て

も
ら

お

う

と

思
っ

て

い

た

と

こ

ろ
、

張

県

令
が

来

た
。

下

僕

は

詳
し

く

黄

色
の

衣
を

着
た

者
の

こ

と

を

告
げ

た
。

張

県
令

は
、

「

叱

責

す
る

な
」

と

言
っ

た
。

そ

し

て

黄

色
の

衣

を

着
た

者

を

招
き
、

「

ど

こ

か

ら

来
た

の

か
」

と

問

う
た

。

黄

色
の

衣
を

着
た

者

は
、

も
ご

も
ご

言

う
ば
か

り

で

あ
っ

た
。

張

県

令
は
、

酒
を

温

め

る

よ

う

に
う

な
が

し
、

酒
が

来

る
と
、

大

き

な
金
の

杯
で

飲
ま

せ

た
。

黄
色
の

衣
を

着
た

者
は

礼
は

言
わ

な
か
っ

た

が
、

恥

ず
か

し

そ

う
な

様

子
で

あ
っ

た
。

飲
み

終
わ

る

と
、

羊
を

炙
る

の

を

じ
っ

と

見
て

目
を

そ

ら

す
こ

と
が

で

き

な
か
っ

た
。

張
県

令
は

自
分

で

肉

を

割
い

て

勧
め

た
。

一

本
の

足

を
食
べ

て

し

ま
っ

た

が
、

ま
だ

食
い

足

り

な

い

様
子

だ
っ

た
。

張

県
令
は

箱
の

中
の

餅
十
四

五

個
を

食
べ

さ
せ

た
。

さ
ら

に

黄

色
の

衣
を

着
た

者
は

酒
を

お
よ

そ

二

斗
ば
か

り

飲
ん

だ
。

　

酒

酣
、

謂
令

日
、

「

四

十

年

前
、

曾
于

東

店

得
一

醉
飽

、

以

至

今

日
。

」

令

甚

謌
、

乃

勤
懇

問

姓

氏
。

對
日

、

「

某

非

人

也
。

蓋

直

ω

送

關

中
死

籍
之

吏

耳
。

」

令

驚
問

其

由
。

日
、

「

太

山

召

人

魂
、

以

 

將
死

之

籍
付

諸

嶽
、

俾

某

捕

国

送

耳
。

」

令

日
、

「

可

得
一

觀
乎

。

」

日
、

「

便

四

窺
亦

無
患

。

」

於

是

解
革

嚢
、

出
一

軸
。

其

首
云
、

「

太
山

主

者
牒
金

天

府
。

」

其
第
二

行
云
、

「

貪
財

好
殺

、

見

利

忘
義

人
、

前
浮

梁

縣

令
張

某
。

」

即
張

君
也

。

令

見

名
、

泣

告

使

者
日
、

「

修

短

有

限
。

誰

敢
惜

死
。

但

某
方

強

仕
、

不

爲
死

備
。

家
業
浩
大

、

未
有

所
付

。

何

術

得
延

其

期
。

某
嚢
稟
中
、

計

所

直

不

下

數

十

萬
。

盡

可

以

獻
於

執

事
。

」

使

者

日
、

「

一

飯

之

恩
、

誠
宜

報

答
。

百
萬
之

覿
、

某

何
用

焉
。

今
有
仙
官
劉

綱
者
、

謫

在
蓮

花
峰

。

足

下

宜

匍

匐
徑

往
、

哀
訴

奏

章
。

捨

此

則
無

計
矣

。

某

昨
聞

、

金

天

王

與
南

嶽

博
戯

不

勝
、

輸
二

十

萬
、

甚

被
逼

迫
 

。

足

下
可

詣
嶽

廟
。

厚
數

以

許
之

、

必

能
施

力
于

仙

官
。

縱
力

不
及

、
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亦

得

路
於

蓮
花

峰
下

。

者
。

」

不

爾
、

荊

榛

蒙
密

、

川

谷
阻
絶

、

無
能

往

【

校

異
】

ω
「

直
」

の

下
、

『

説

海
』

「

旬
」

あ
り

。

取
ら

ず
。

 
「

以
」

『

説

海
』

に

拠
り

て

補
う

。

個
「

捕
」

『

原

本
』

「

部
」

に

作
る

。

『

説
海
』

に

拠
り

て

改
む

。

ω

「

便
」

『

会

校
』

『

説

海
』

「

略
」

に

作
る

、

拠

ら

ず
。

『

原
本
』

に

従
う

。

 
「

迫
」

　
『

原
本
』

「

逐
」

に

作
る

。

『

説

海
』

に

拠
り

て

改
む
。

【

注
】

○

東

店

　
不

詳
。

○

關
中

　
今
の

陝

西

省
の

地
。

東
は

函

谷

関
、

西

は

散
関
、

南

は

武
関
、

北

は

蕭
関
に

囲
ま

れ

た

中

の

土

地
。

○

死

籍

　
死

期
が

近
い

人

の

名
簿
。

こ

の

名
簿
に

よ

り

生

者
が

冥

界
に

連

行
さ

れ
る

。

○

太
山

　

東
岳
泰

山
。

今
の

山

東
省
に

あ
る

。

国

家
祭

祀
の

対
象
で

あ

る

五

岳
の

長
。

東
に

配

し
、

五

行
説

の

影

響
か

ら

生

命
生

育
を

掌
る

。

人

間
の

寿
命
や

官
禄
も

掌

握
す
る

山

岳

信
仰
の

中
心

的

名
山

。

○

主

者

　
東
岳

大

帝
・

泰
山

府
君

を

指
す

。

両

者
は

同
一

の

岳
神

で

あ
る

が
、

泰

山

府

君
は

六

朝
期

以

降
に

信
仰
が

盛
ん

と

な
る

冥

界
の

主

宰

神
。

東

岳
大

帝
よ

り

は

地

位
が

低
い

と

み

な

さ

れ

る

こ

と

が

あ

る
。

○

金

天

府
　
西

岳
崋

山
（

今
の

陝
西

省

渭
南
市
に

あ

る
）

の

岳
神

の

廟
。

『

旧

唐

書
』

巻
二

十

三

礼
儀
三

に

「

玄

宗
乙

酉

歳
生

、

以
華

嶽
当

本
命

。

先
天
二

年
七

月

正

位
、

八

月

癸

丑
、

封

華
岳
神

為
金

天

王
。

開
元

十

年
、

因
幸

東

都
、

又

于
華
嶽

祠

前
立

碑
。

高
五

十

余
尺

。

又

于

岳
上

置
道
士

観
、

修
功

徳
。

至

天

宝・
九

載
、

又

将
封

禅

于

華
岳
、

命

御
史
大

夫
王

鋲
開

鑿
険

路

以

設
壇

場
。

」

（

玄

宗

乙

酉
の

歳
に

生

る

れ

ば
、

華

嶽

を

以
て

本
命
に

当
つ

。

先
天

二

年
七

月

正

位、

八

月

癸
丑
、

華
岳
神

を

封
じ

て

金
天

王

と

為

す
。

開
元

十

年
、

東

都
に

幸
す

る

に

因

り
、

又

華

嶽
祠
の

前
に

于

て

碑

を
立

つ
。

高
さ
五

十

余
尺

。

又

岳
上

に

于

て

道
士

観
を

置
き

、

功
徳
を

修
む

。

天

宝
九

載
に

至

り
、

又

将
に

華
岳
に

封
禅
せ

ん

と

し
、

御
史

大

夫
王

鋲
に

命
じ

て

険

路

を

開
鑿
し

以
て

壇

場
を

設

け
し

む
。

）

と

あ

る
。

○

強

仕

四

十
歳
の

異
名

。

『

礼
記
』

曲

礼
上

に
「

四

十
日

強

而

仕
。

」

（

四

十

を

強
と

日

ひ

仕
ふ

。

）

と

あ

る
。

0
執
事

　
敬
称

。

あ

な
た

。

○

仙

官

　
神
仙

界
で

の

官

位
の

一
。

○

劉
綱

　
劉

綱
は

晋

の

下

郵
（

今
の

江

蘇
省

雎
寧
県
）

の

仙
人

。

初
め

出
仕
し
て

上

虞
（

今

の

浙

江
省
上

虞
県
）

の

県
令
と

な
っ

た
が

、

道
術
で

鬼
神
を

使

役
し

天

災
を

除
き

豊

作
を

も
た

ら
し

人

心

を

得
た

。

女
仙
・

樊

夫
人

の

夫
と

し

て

有

名
。

『

神

仙

伝
』

巻
六

「

劉
綱
」

に

「

劉

綱

者
、

上

虞
県
令

也
。

与

妻

樊

夫

人

倶

得

道

術
。

」

（

劉

綱

な

る

者
は
、

上

虞
の

県

令
な

り
。

妻
樊

夫
人

と

倶

に

道

術
を

得
た

り
。

）

と

あ
る

。

ま

た

同

書
、

樊
夫

人

に

「

綱
、

字

伯

鸞、

仕

為

上

虞
令

。

亦

有
道

術
、

能
檄

召
鬼

神
、

禁

制
変

化
之

道
。

亦

潜

修
密

証
、

人

莫
能

知
。

為
理

尚
清

浄
簡

易
、

而

政
令

宣
行
、

民

受
其
恵

。

無

旱
嘆

漂
塾
之

害
、

無

疫
毒

鷙
暴

之

傷
、

歳
歳
大

豊
、

遠

近

所
仰

。

」

（

綱
、

字

は

伯

鸞
、

仕
へ

て

上

虞
の

令
と

為
る

。

亦

道
術

有
り

て
、

能

く

鬼

神
を

檄

召
し

、

変

化
の

道
を

禁
制

す
。

亦

潜
に

密
証

を

修
め

、

人

能

く
知

る

莫
し

。

理

を

為

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
あ

ま
ね

す
に

清
浄

簡

易
を

尚
び
、

政
令

宣

く

行

は

れ
、

民

其
の

恵
を

受
く

。

旱

嘆
漂
塾
の

害

無
く
、

疫
毒
鷙

暴
の

傷
無

く、

歳
歳
大

い

に

豊
か

に

し

て
、

遠

近

の

仰

ぐ

所
と

な
る

。

）

と

あ

る
。

○
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蓮

花

峰
　
崋
山
の

秀
峰
の
一

つ
。

西

峰
と

称

す
。

道
士

が

多
く

棲

み

修

道
し

た
。

○

南
嶽

　
五

岳
の
一
、

衡
山
（

今
の

湖
南

省

衡
山

県
に

あ
る
）

道
教

仏
教
と

も

に

盛
ん

で
、

上

清
宮

、

玄

都

観
、

南
岳
大

廟
な
ど

が

あ

り
、

仏

教
で

は

天

台

宗
開

祖
の

智
頻

が

出
た

。

○

菊
榛
蒙
密

、

川

谷

阻

絶

　
荊

榛
は
い

ば
ら

と

は

し

ば

み
。

雑
木

林
が

お

お
い

茂
り

、

渓

谷
が

道
を

阻

む

意
。

【

訓
読
】

　

酒

酣

に

し

て
、

令
に

謂

ひ

て

日

は

く
、

「

四

十
年

前
、

曾
て

東

店
に

干

て
一

酔
飽
を

得
て
、

以
て

今
日

に

至

る
」

と
。

令

甚

だ

訝
り
、

乃

ち

勤
懇
に

姓

氏

を
問

ふ
。

対
へ

て

曰

は

く
、

「

某

は

人
に

非
ざ

る

な

り
。

蓋

し

直
だ

関

中
の

死

籍
を

送
る
の

吏
な

る
の

み
」

と
。

令

驚
き

て

其
の

由

を

問
ふ

。

曰

は

く
、

「

太

山

人

魂
を

召

す
や
、

将
に

死

せ

ん

と

す
る
の

籍
を

以
て

諸
嶽
に

付

す

る

に
、

某
を

し

て

捕

送
せ

し

む

る

の

み
」

と
。

令
曰

は

く
、

　
「
一

た

び

観

る

を

得
る

か
」

と
。

曰

は

く
、

「

便
ち

窺
ふ

も

亦

患
無
し

」

と
。

是

に

於
い

て

革

嚢
を

解
き
、

一

軸
を

出
だ

す
。

其
の

首
に

云

ふ
、

「

太

山

主

者
金

天

府
に

牒

す
」

と
。

其
の

第

二

行
に

云

ふ
、

「

財

を

貪
り

殺
す

を

好
み
、

利
を

見

て

義
を

忘

る

る

人

は
、

前
の

浮

梁
の

県
令

張
某
な

り
」

と
。

即

ち
張

君
な

り
。

令

名
を

見

て
、

泣

き
て

使

者
に

告
げ

て

曰

は

く
、

「

修

短

に

限
り

有
り

。

誰
か

敢
へ

て

死

を

惜
し

ま

ん
。

但

だ

某
方

に

強

仕
に

し

て
、

死
の

備
へ

を

為
さ

ず
。

家

業
は

浩

大
に

し

て
、

未

だ

付
す

る

所
有
ら

ず
。

何
れ
の

術
か

其
の

期
を

延

ぶ

る

を

得
ん

。

某

の

嚢
檗
の

中
、

計

る

に

直
と

す
る

所

数
十

万

を

下

ら
ず

。

尽

く

以

て

執

事
に

献
ず
べ

し
」

と
。

使

者
曰

は

く
、

「

一

飯
の

恩
、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

き

や

つ

誠

に

宜
し

く

報
答

す
べ

し
。

百

万

の膕

既
、

某
何
ぞ

用
ひ

ん

や
。

今
仙

官
劉

綱
な
る

者
有

り
、

謫
せ

ら

れ
て

蓮
花

峰
に

在
り

。

足

　

　

　

　

　

　

　

　
た

だ

下
宜
し

く

匍
匐
し

て

径

ち
に

往
き
、

奏
章
を

哀
訴
す
べ

し
。

此

を
捨
て

て

則
ち

計
無
し

。

某

昨
に

聞
く

な

ら

く
、

金
天

王

南
嶽

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
ま

と

博
戯
し

勝
た

ず
、

二

十
万

を

輸
け

、

甚
だ

逼
迫
せ

ら

る

と
。

足

下
嶽

廟
に
詣

る
べ

し
。

厚
数

以
て

之

を

許

さ
ば
、

必

ず
能
く

力
を

仙

官
に

施

さ
し

む
。

縦
ひ

力
及

ば

ず
と

も
、

亦
路

を

蓮
花

峰

下

に

得
ん

。

爾
ら

ず
ん

ば
、

荊

榛
蒙
密

、

川

谷
阻

絶、

能
く

往

く
者
無
し

」

と
。

【

訳
文
】

　

酒
が

た

け

な
わ
に

な
る

と
、

黄
色
の

衣
を

着
た

者
は

張

県
令

に
、

「

四

十

年

前
に

、

東

店
で
一

度

十
分

に

飲
み

食
い

し

て

か

ら
、

今
日

に

至
っ

た
」

と

言
っ

た
。

張
令
は

大

変
不

思

議
に

思

い
、

そ

こ

で

丁

寧
に

姓

名
を

問

う

た
。

黄
色
の

衣
を

着
た

者
が

お

答

え

し

て
、

「

私

は

人

で

は

な

い
。

関

中
の

間

も
な

く
死

亡

す
る

者
の

名
簿
を

送
る

役
人

だ
」

と

言
っ

た
。

張
令

は

驚
い

て
、

そ
の

事

情
を

問

う

た
。

黄
色
の

衣
を

着
た

者
は
、

「

泰
山

神
が

死

人

の

魂
を

召

す
と

き
、

ま
も

な

く

死

ぬ

人
の

名

簿
を
五

岳
に

交
付

す
る

が
、

私
に

配
達

さ
せ

る

の

だ
」

と

言
っ

た
。

張
県

令

は
、

「

名

簿
を

ち
ょ

っ

と

見
せ

て

も

ら

え

な
い

だ

ろ

う
か
」

と

言
っ

た
。

黄
色

の

衣

を

着
た

者
は

、

「

す
ぐ

に

見
て

も
か

ま

わ

な
い
」

と

言
っ

た
。

そ
こ

で

革
の

袋

を

ほ

ど

い

て
、

一

本
の

軸

を

出
し

た
。

そ
の

初
め

に
、

「

泰
山

の

主

神

が

華
山
の

金

天

府

に

文

書
を

送

付
す
る
」

と

あ
っ

た
。

そ

の

第
二

行
に

は

「

財

貨

に

貪

欲
で

殺

人
を

好
み
、

利
益
を

見
て

道

義
を

忘
れ

る

者
は
、
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さ

き
の

浮

梁
の

県
令

張
某
で

あ

る
」

と

あ
っ

た
。

と

り

も
な
お

さ

ず
張

県

令
の

こ

と

で

あ
る

。

張
県

令
は

名
前
を

見
て
、

泣
い

て

使

者
に

告

げ
て
、

「

人

の

寿
命

の

長
短

に

は

限

り

が

あ

る
。

誰
が

命

を
惜
し

も

う
と

思
お

う
か

。

た

だ

私
は

ち
ょ

う
ど

今
四

十

歳
で
、

死

の

準

備
を
し

て

い

な
い

。

我
が

家
の

財
産

は

莫
大

で
、

ま
だ

託

す
相
手

が

い

な
い

。

ど

う
に

か

し

て

死

期
を
延

ば

す
こ

と

が

で

き

な
い

だ
ろ

う
か

。

私
の

袋
の

中
の

金
は

、

数

十

万

銭
を

下

ら

な
い

だ

ろ

う
。

す
べ

て

あ

な
た

に

差

し

上

げ
よ

う
」

と

言
っ

た
。

使

者
は

、

二

飯
の

恩

は
、

誠

に

報
い

な
け

れ

ば

な
ら
な
い

。

だ

が

百

万

銭

賜
っ

て

も
私

に

は

用
い

よ

う
が

な

い
。

今
、

仙
官
の

劉

綱
と
い

う

者
が

い

て
、

流
謫
さ

れ

て

蓮

華
峰
に

い

る
。

あ
な
た

は

力
を
尽

く

し

て

直
ち

に

蓮

華
峰
に

行

き
、

上

奏
文
を

書
い

て

も

ら
う
よ

う

に

哀

願
す
る
の

が

よ
い

。

こ

れ

以

外

に

方

法
は

な

い
。

私
は

先
に

、

華
山

神
の

金

天

王

が

南
岳
神

と

博
奕
を

し

て

勝
て

ず
、

二

十
万

銭
負
け

、

は

な

は

だ

催
促

さ

れ

て

い

る

と

聞
い

た
。

あ

な

た

は

華
山
西

岳
廟
に

行
き
な

さ
い

。

大
金

を

も
っ

て

博

奕
の

負
け
を

肩

代
わ

り

す
れ

ば
、

必

ず
金
天

王

に

仙

官
に

対

し

て

圧

力
を
か

け
さ
せ

る
こ

と
が

で

き

る
。

た

と

え

金

天

王

の

力

が

及

ば
な

く

て

も
、

仙

官
を
蓮

華
峰
に

訪
ね

る

道
を

知
る

こ

と

は

で

き
る

。

そ

う
し

な
け

れ
ば

、

蓮
華・

峰
へ

の

道
は

雑
木

林
が

お

お

い

茂

り
、

渓
谷

が

道
を

阻

み
、

行
く

こ

と

は

で

き
な
い
」

と

言
っ

た
。

　

令

于

是

齎
牲
牢

、

馳
詣

嶽
廟

、

以

千

萬
許

之
。

然
後

直
詣
蓮

花

峰
、

得
幽

徑
。

凡

數

十
里

、

至

峰
下

、

轉
東

南
、

有
］

茅
堂

、

見

道
士

隱

几
而

坐
。

問
令

日
、

「

腐

骨
穢

肉

魂
亡

神
耗

者
、

安

得
來

此
。

」

令
日
、

「

鐘

鳴
漏

盡
、

亡

在

ω

頃

刻
。

竊

聞
、

仙

官
能

復

精
魂

于

朽

骨
、

致
肌

肉

于
。

　

枯

骸
。

既

有

好
生

之

心
、

豈

惜
奏

章

之

力
。

」

道
士

日
、

「

吾

 
頃

爲
隋
朝
權
臣
一

奏
、

遂

謫
居

此

峰
。

爾

何
得

復
請

国
欲

陷
吾

爲
寒
山

之
叟
乎

。

」

令
哀

祈
愈
切

、

仙

官

祚
色

甚
怒

。

【

校

異
】

ω
「

亡

在
」

『

原

本
』

「

露

晞
」

に

作

る
。

『

説

海
』

に

拠

り

て

改
む

。

 
「

吾
」

『

原

本
』

「

君
」

に

作
る

。

『

説

海
』

に

拠

り

て

改

む
。

圖

「

得

復

請
」

『

原

本
』

「

徳
於

予
」

に

作

る
。

『

沈
与

文

野

竹

斎
鈔

本
』

に

拠
り

て

改
む

。

【

注
】

○

牲
牢

　
祭

祀
の

い

け

に

え
、

引
い

て

ご

馳

走

の

意
。

牢

は

牛

羊
豚

を

揃
え

た

供
物

。

○

窃

　
ひ

そ

か

に

と

読
む

が

謙
譲

の

意
を

表

す

副
詞

。

【

訓

読
】

　

令

是
に

于

て

牲
牢

を

齎

し
、

馳
せ

て

嶽
廟
に

詣
り
、

千
万

を

以
て

之

を

許

す
。

然
る

後

直
ち

に

蓮

花

峰
に

詣

り
、

幽
径
を

得

た

り
。

凡

そ

数
十

里
、

峰

下

に

至

り
、

東
南
に

転
ず

れ
ば
、

一

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
よ

茅

堂

有
り
、

道
士

の

几

に

隠
り

て

坐

す
る

を
見

る
。

令
に

問

ひ

て

曰

は

く
、

「

腐

骨

穢
肉

魂
亡

神

耗
す

る

者
、

安
ん

ぞ

此

に

来

た

る

を

得
る
」

と
。

令
曰

は

く
、

「

鐘

鳴
り

漏
尽

き
、

亡

ぶ

る

は

頃
刻
に

在
り

。

窃
に

聞

く
、

仙

官
能

く
精

魂
を

朽

骨
に

復
し

、

肌

肉

を

枯
骸
に

致

す
と

。

既

に

生
を

好
む

の

心

有
れ

ば
、

豈
に

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

こ

の

奏

章
の

力

を

惜
ま

ん
」

と
。

道
士

曰

は

く
、

「

吾

頃
ご

ろ

隋
朝

の

権

臣
の
一

た

び

奏
す

る

と

こ

ろ

と

為
り

、

遂
に

此
の

峰
に

謫
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居

す
。

爾

何
ぞ

復
た
請

ひ

て

吾
を

陥
れ

て

寒

山
の

叟
と

為

さ
ん

と

欲

す
る

を

得
ん

や
」

と
。

令
哀

祈
す
る

こ

と

愈

切
な
る

も
、

仙

官
神

色

甚
だ

怒

る
。

【

訳
文
】

　

張
令

は

そ

こ

で

供
物

の

ご

馳
走

を

持
っ

て
、

駆

け

て

華
山
の

岳
廟
に

行

き
、

千

万

銭

を

肩
代
わ

り

し

た
。

そ

の

後
張
令
は

直

ち

に

蓮
花

峰
に

行

き
、

暗
く

奥
深
い

小

路
を

見
つ

け

た
。

お

よ

そ

数

十
里

で
、

蓮
花

峰
の

麓
に
つ

き
、

東
南
に

転
ず

る

と
、

　一

軒
の

茅

葺

き
の

堂

が

あ
っ

た
。

道

士

劉

綱
が

机
に

よ

り
か

か

り

坐
っ

て

い

る

の

が

目

に

入
っ

た
。

道
士

劉
綱
は

張
県

令
に

質
問

し

て
、

「

骨
は

腐
り

肉

は

爛

れ
、

魂
は

飛

散
し
、

精

神
は

消
耗

し

き
っ

た

者
が
、

ど

う
し

て

こ

こ

に

来

る

こ

と

が

で

き
た

の

か
」

と

言
っ

た
。

張

県

令
は

、

「

死

期
を

告
げ

る

鐘

は

鳴
り

、

水
時

計
の

水

は

尽

き
、

私
は

間

も
な
く

死

ぬ

だ

ろ

う
。

耳

に

す
る

と

こ

ろ
、

仙

官
劉

綱
様
は

精
神

霊

魂
を

朽
ち

た

骨
に

回

復
さ
せ

、

皮

膚
や

肉
を

死

骸
に

付

け
る

こ

と

が

で

き
る

と
。

命

を
い

と

お

し

む

心

を

持
っ

て

い

る

の

だ

か

ら
、

上

奏
文

を

書
く

カ
を

出
し

惜
し

み

は

し

な

い

だ

ろ

う
」

と

言
っ

た
。

道
士

劉

綱
は

、

「

私

は

最
近

隋
朝
の

権
勢
あ

る

大

臣

に

上

奏
さ

れ
、

か

く

し

て

こ

の

峰
に

流
謫
さ

れ

て

暮
ら

し

て

い

る
。

お

前
が

ど

う

し

て

ま
た

私

に

願
い

、

罪
に

陥

れ

て

寒
々

し
い

山

暮
ら

し

の

老
い

ぼ

れ

に

さ

せ

る
こ

ど

が

で

き

よ

う

か
」

と

言
っ

た
。

張

県
令
は

ま
す
ま

す

切

実
に

哀

願
し

た

が
、

仙

官

劉
綱
は

顔

色

を

変
え

て

大
変

怒
っ

た
。

　

俄

有
使
者

、

齎
一

函
而
至

。

則
金

天
王

之

書
扎

也
。

仙

官
覽
書

、

笑
日
、

「

關

節

既
到
、

難
爲

不

應
。

」

召
使

者

反

報

日
、

「

莫
又

爲

上

帝

譴

責
否

。

」

乃

啓
玉

函
、

書
一

通
、

焚

香
再

拜

以

遣
之

。

凡

食
頃

、

天

符

ω
乃

降
。

其
上

署

徹
字

。

仙

官
復
焚
香

再
拜

以

啓
之

。

云
、

「

張

某
棄

背
祖

宗
、

竊

假

名
位

、

不

顧
禮
法

、

苟
求

 
官

榮
。

而
又

鄙
僻

多
藏

、

詭
詐

無

實
。

百

里

之

任
、

已

是

叨

居
、

千

乘
之

富
、

全

 

因

苟
得

。

今

案

罪
已

實
、

待
戮
餘

魂
。

何
爲

來
章
、

求

延

厥

命
。

但
以

扶

危
拯

溺

者
、

大

道

所
尚
、

紆
刑

宥
過

者
、

玄

門

是
宗

。

狗

爾
一

虻
。

全

我
弘

化
。

希

其
悛
悪

。

庶
乃

自

新
。

貪
生

者
、

量

延
五

年
。

奏
章

者
不

能
書

罪

四
。

」

仙

官
覽

畢
、

謂

令
日
、

「

大

凡

世

人
之

壽
、

皆
可

致
百

歳
。

而

以
喜
怒

哀
樂

、

汨
沒

心

源
。

愛
惡

嗜
欲
、

妝

伐
本
根

個
。

而
又

揚
己

之

能
、

掩

彼
之

長
。

顛
倒

方
寸

、

頃

刻
萬
變

。

神
倦
思

怠
、

難
全

天
和

。

如

彼

淡
泉

、

汨
於

五

味
。

欲

致
不

壊
、

其
可

得

乎
。

勉
遵
歸

途
。

勿

忘
吾
教

。

」

令

拜
謝

擧
首

、

已

失

所
在

。

【

校

異
】

ω
「

符
」

『

原
本
』

「

府
」

に

作

る
。

『

説

海
』

に

拠

り

て

改
む

。

幗
「

求
」

『

原

本
』

「

竊
」

に

作
る

。

『

沈
与

文

野
竹

斎

鈔

本
』

に

拠

り

て

改
む

。

 
「

全
」

『

原
本
』

「

今
」

に

作

る
。

『

説
海
』

等
に

拠
り

て

改
む

。

四
「

不

能

書

罪
」

『

原

本
』 、

『

談
榿

本
』

を
『

明

鈔
本
』

に

拠
り

て

「

不

能
無

罪
」

に

改
む

。

　
『

稗

海
』

に

拠

り

て

旧

に

復
す

。

 

「

妝
伐
本

根
」

『

原

本
』

　
「

伐
生

之

根
」

に

作

り
、

『

太

平
広

記
』

諸
本

「

伐
性

之

根
」

に

作
る

も
の

あ
り

。

『

説

海
』

は

「

妝
伐

性
根
」

に

作
る

。

『

沈

与
文

野
竹

斎
鈔

本
』

に

拠
り

て

改

む
。
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【

注
】

○

書

扎
　
書
状

・

手

紙
。

○

關

節
　
裏
か

ら

手
ま

わ

し

し

て

都

合
よ
く

事
を

運
ぶ

も
の

、

こ

と
。

賄

賂
、

情
報

漏
洩
の

類
。

唐
人
の

俗
語

。

『

唐
国
史

補
』

卷
下

「

進

士

為
時

所

尚
久

矣
。

是

故

俊
乂
実

集

其
中

。

由
此

出
者

、

終

身
為

聞
人

。

故

争
名
常

切
、

而

為

俗

亦

弊
。

…

造

請

権

要
、

謂

之

関
節

。

」

（

進
士

の

時
の

尚
ぶ

所
と

為
る
こ

と

久
し

。

是
の

故
に

俊
又

実
に

其
の

中

に

集
ま

る
。

此
よ

り

出
つ

る

者
、

終
身
聞

人
と

為
る

。

故
に

名

を

争
ふ

こ

と

常
に

切
に

し

て
、

俗
と

為
る

こ

と

亦

弊
な

り
。

…

造

り
て

権
要
に

請
ふ

、

之

を

関
節
と

謂
ふ

。

）

と

あ

る
。

0
徹

　

漢
の

武
帝
の

名
。

姓

は

劉
、

名
は

徹
。

天

符
の

上

に

「

徹
」

の

署
名

が

あ

る

の

は
、

「

嵩
嶽

嫁
女
」

（

こ

の

作
品

と

同

じ

『

纂

異

記
』

所
収
）

の
、

漢
の

武

帝
が

神
仙
と

宴
会
を

し

て

い

る

時

に
、

浮

梁
の

張
令
の

延

命
依
頼
の

文

書
が

届

く
場

面
と

連
動
し

て

い

る
。

二

作
品

が

関

係
し

あ
っ

て

い

る
。

○
百

里

之

任

　
諸

侯
の

領
土
が

百

里

四

方
で

あ
っ

た

こ

と

か

ら
、

後、

県
令
を
「

百

里

侯
」

と
称

し
、

そ
の

任
を

い

う
。

0
陀

　
民
を

虻

と

言
い

、

ま

た
無

知
で

あ
る

様
。

【

訓

読
】

　

俄
に

使
者

有
り

て
、

一

函

を

齎
し

至

る
。

則
ち

金
天

王

の

書

扎

な
り

。

仙

官

書

を

覧
て

、

笑
ひ

て

曰

は

く
、

「

関

節

既
に

到

れ

ば
、

応
ぜ

ざ
る

を
為

し

難
し

」

と
。

使

者
を

召
し

て

反

報
し

て

日

は

く
、

「

又

上

帝
の

譴

責
す
る

と

こ

ろ

と

為
る

こ

と

莫

き

や

否
や
」

と
。

乃

ち

玉

函
を

啓

き
、

｝

通

を

書
し

、

香
を

焚
き

再

拝
し

て

以

て

之

を
遣
る

。

凡

そ

食

頃
に

し

て
、

天

符
乃

ち

降

る
。

其
の

上

に

徹
の

字
を

署
す

。

仙

官
復
た

香

を

焚
き

再

拝
し

て

以

て

之
を

啓

く
。

云

ふ
、

「

張

某

祖

宗
を

棄
背

し
、

名
位

を

窃

仮
し

、

礼
法

を

顧
み

ず
、

苟
し

く
も

官

栄
を

求

む
。

而

し

て

又

鄙

僻
し

て

蔵

す
る

も
の

多
く
、

詭
詐
し

て

実
無

し
。

百

里

の

　

　

　

　

　

　
み

だ

任
、

巳

に

是
れ

叨

り

に

居
り
、

千

乗
の

富
、

全
く

因

り

て

苟
し

く
も

得
た

り
。

今
罪
を

案
ず

る

に

已

に

実
あ

り
、

余
魂

を
戮

す

る

を

特
っ

。

何

為
れ

ぞ

章
を

来

た

し

て
、

厥
の

命

を
延

ぶ

る

を

求
む

る
。

但
だ

以
へ

ら

く
危

き

を

扶
け

溺
る

る

を

拯
ふ

者
は
、

　

　

　

　

　

　

　

　

　
ゆ
る

や

大

道
の

尚
ぶ

所
、

刑
を

紆

か

に

し

過

を

宥

す
者

は
、

玄

門
の

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
し

た
が

是
れ

宗
な

り
。

爾
一

畦

に

狗

ひ
、

我
が

弘

化
を

全

う

せ

ん
。

其

の

悪

を

悛
む

る

を
希

ひ
、

乃

ち

自
ら

新
た

に

す
る

を

庶
ふ

。

生
を

貪
る

者
、

量

り

て

五

年
を

延
ば

す
。

奏

章
す
る

者

罪
を
書

す
る

能
は

ず
」

と
。

仙

官
覧

畢
は

り
、

令
に

謂

ひ

て

曰

は

く
、

　
「

大

凡

そ

世

人
の

寿
、

皆
百

歳
を

致

す
べ

し
。

而

る

に

喜

怒
哀

楽
を

以

て
、

心

源
を

汨
沒

し
、

愛
悪

嗜
欲
、

本

根
を

妝

伐
す

。

而

し

て

又

己

の

能
を

揚
げ
、

彼
の

長

を
掩
ひ
、

方

寸
を

顛

倒
し
、

頃

刻
に

万

変

す
。

神

倦
み

思
怠
り
、

天

和
を

全
し

難
し

。

彼

の

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
み
だ

淡
泉
の

ご

と

き
も
、

五

味
に

汨
さ

る
。

壊
れ

ざ
る

を

致
さ
ん

と

欲
す

る

も
、

其
れ

得
べ

け

ん

や
。

勉
め

て

帰
途
に

遵
へ

。

吾
が

教
を

忘
る

る

勿
か

れ
」

と
。

令

拝
謝
し

首
を

挙
ぐ

れ

ば
、

已

に

在
る

所
を

失
ふ

。

【

訳
文
】

　

突

然
使

者
が
、

　｝

つ

の

箱
を

持
っ

て

来
た

。

金

天
王

か

ら

の

書
状
で

あ
っ

た
。

仙

官
劉
綱
は

書

状
を

な

が

め
、

笑
っ

て
、

「

内

内
の

依
頼

状
が

や
っ

て

き
た

か

ら

に

は
、

承

諾
し

な
い

こ

と

は

む

ず
か

し

い
」

と

言
っ

た
。

金

天
王

の

使

者
を

呼

ん

で

返

事
を
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し

て
、

「

ま

た

天

帝
に

き

び

し

く
咎

め

ら
れ

る

の

だ

ろ

う
か
」

と

言
っ

た
。

そ

こ

で

玉

で

で

き

た

箱
を

開
け

て
、

一

通
の

書

状

を

書
き
、

香
を

焚
い

て
、

再

拝
し

て

書
状
を

渡
し

た
。

ま

も
な

く
、

天

か

ら
の

符

書
が

下
っ

た
。

そ

の

上
に

は

「

徹
」

と

署

名

し

て

あ
っ

た
。

仙

官
劉
綱

は

再

び

香

を

焚
き

、

再

拝
し

て

こ

れ

を

開
い

た
。

符
書
に

「

張

某
は

祖
先
に

背

き
、

官

位
を

盗

み

取

り
、

礼
法

を
か

え

り

み

ず
、

か

り

そ

め

に

官
位

栄
達
を

求

め

た
。

そ

し

て

卑
し

く
邪

な

方
法

で

財

貨
を

多
く

た

め

込

み
、

詐
欺

を

な
し

嘘

ば
か

り

で

あ

る
。

県

令
の

任

に
、

か

た

じ

け

な

く
も

居

る

上

に
、

大

国
の

財

に

当

た

る

富
は

、

い

ま

官
職

に

よ
つ

て

不

当

に

得

た

も

の

だ
。

さ
て

今

張
県
令
の

罪

を

調
べ

る

に
、

は

や

事

実
で

あ
る

と

わ

か
っ

て

お

り
、

生

き
残

り

の

魂

を

死

刑
と

す

る

こ

と

を

待
っ

て

い

る

状
態
だ

。

そ

う
で

あ

る
の

に

ど

う
し

て

奏
章
を

上

し

て
、

そ

の

命
を

延
ば

す

こ

と

を

求
め

る

の

か
。

た

だ

思
う

に

危

う
き

を

助

け

溺

れ
る

者
を
救

う
の

は
、

大

い

な

る

道

家
の

法
の

大
切

に

す

る

所

で

あ
り

、

刑
罰
を

ゆ
る

や

か

に

し

過
ち
を

許

す

の

は
、

道

家
の

玄
妙
な

る

法

門
の

大

本
で

あ
る

。

お

前
の

よ

う

な
一

愚
人

の

求
め

を

か

な
え

る
こ

と

に

よ

り
、

私

の

人
々

を

徳

化
し

よ

う

と

す

る

思
い

を
全

う
し

よ

う
。

自

分
の

悪

行
を

悔
い

改
め

る

こ

と

を

願
い

、

自

分
か

ら

自
分
を

新
し

く

正

す
こ

と

を

願

う
。

生

命
に

執
着

す
る

者
よ

、

裁
量
し

て

五

年

の

命
を

延
ば

す
。

奏
章
し

た

者
に
つ

い

て

は

罪

を

記

し

処

罰
す

る

こ

と

は

で

き

な

い
」

と

書
い

て

あ
っ

た
。

仙

官
劉
綱

は

読
み

終
わ

り
、

張
令

に
、

「

お

お
よ

そ
、

世
の

人

の

寿

命
は
、

皆

百

歳
に

至

る

こ

と

が

で

き

る
。

だ

が

人
は

喜
怒
哀

楽
に

よ

り

心

の

源
で

あ

る

良
知

良
能

を
沈
め

隠
し
、

愛

憎
嗜

欲
は

生

命
の

根

本

を

損
な

い

切

り

落
と

す
。

そ

し

て

そ

の

上

自

分
の

才

能
を
ひ

け

ら

か

し
、

他
人

の

長
所
を

さ
え

ぎ
り

隠
し

、

心

を
乱

し
、

落
ち

着
き

が

な
い
。

精

神
は

倦
怠
し
、

天

地

自
然
の

調

和

を

全

う
し

が

た
い

。

あ
の

淡

泊
な

泉
水
の

よ

う
な

味
も

、

辛
・

酸
・

鹹
・

苦
・

甘
に

乱

さ

れ

て

し

ま

う
。

身

体
を

毀
さ

な
い

よ

う
に

し

た

く
て

も
、

一

体
で

き
よ

う
か

。

ま
っ

す
ぐ

帰
り

な
さ

い
。

私
の

教
え

を

忘
れ

る

な
」

と

言
っ

た
。

張

令
は
、

暇

乞
い

を

し

て

頭

を
上

げ
る

と
、

は

や

仙

官
劉

綱
の

姿
は

見
え

な
か
っ

た
。

　

復
尋

舊
路

。

稍

覺
平

易
。

行
十

餘
里

、

黄

衫
吏
迎

前
而

賀
。

令

日
、

「

將
欲

奉
報

。

愿
知

姓

字
。

」

吏
日
、

「

吾

姓
鍾

。

生

爲

宣

城

縣
脚
力

、

亡

于
華

陰
、

遂

爲
幽

冥

所
録

。

遞

符
之

役
、

勞
苦

如
舊

。

」

令
日
、

「

何

以
免冖
田

執
事

之

困
。

」

日
、

「

但
酷

金

天

王

愿
日

請

置

予

 
爲
閣

人
。

則

吾
飽

神
盤

惠

 
矣

。

文

 
符
限

已

違

半
日

。

難

更
淹

留
。

便

與
執
事

別
。

」

入

廟
南

柘
林
三

五

歩
而

沒
。

【

校

異
】

ω
「

免
」

『

会
校
』

「

勉
」

に

作
る

。

『

説
海
』

に

拠

り

て

改

む
。

 

「

予
」

『

原

本
』

「

子
」

に

作

る
。

『

会
校
』

『

説

海
』

に

拠

り

て

改
む

。

圖
「

惠
」

『

原

本
』

「

子
」

に

作
る

。

『

説

海
』

に

拠

り

て

改
む

。

 
「

文
」

『

会

校
』

「

天
」

に

作
る

。

『

説

海
』

に

拠

り

て

改
む

。

【

注
】

○

宣

城

縣

　
今
の

陝
西

省

興
平

県
。

○

脚
力

　
逓

信
の

脚

夫
。

飛

脚
。

唐
人
の

俗

語
。

『

酉
陽

雑
俎
』

巻
第
五

怪

術
に

「

元

和
末

、

塩

城

脚
力

張

儼
、

逓

牒

入

京
。

」

（

元

和
の

末
、

塩

城
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の

脚
力

張

儼
、

牒
を

逓
へ

て

京

に

入

る
。

）

と

あ
る

。

○

閣

人

　

宮

殿
の

門
番
の

役
人

。

○

柘
林

　
桑
の

木
の

林
。

【

訓
読
】

　

復
た

旧

路
を

尋
ぬ

。

稍

平
易
な

る

を

覚
ゆ

。

行

く
こ

と

十
余

里
、

黄
衫
の

吏

迎
へ

前
み

て

賀
す

。

令

曰

は

く
、

「

将
に

奉

報

せ

ん

と

欲

す
。

愿
は

く
は
姓

字
を

知
ら

ん
」

と
。

吏
曰

は

く
、

　
「

吾
姓

は
鍾

。

生

く
る

と
き

は

宣

城
県
の

脚
力
た

る
も

、

華
陰

に

亡

び
、

遂
に

幽

冥
の

録
す

る
所

と
為

る
。

遞
符
の

役
、

労

苦

旧

の

ご

と

し
」

と
。

令

日

は

く
、

「

何
を

以

て

執

事
の

困
を

免

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

む

く

れ

し

め

ん
」

と
。

日

は

く
、

「

但

だ

金

天

王

の

愿

ひ

に

酷
ひ

て

予

を

置
き
て

闇
人
と

為

す
を

請
ふ

と

日

へ

。

さ
す
れ

ば

則
ち

吾

神

盤
の

恵
に

飽

き
ん

。

文
符
の

限
已

に

違
ふ

こ

と

半
日

。

更
に

淹

留
し

難
し

。

便
ち

執

事
と

別
れ

ん
」

と
。

廟
南
の

柘
林
に

入

り

て

三

五

歩

に

し

て

没

す
。

【

訳
文
】

　

再

び

先
に

通
っ

た

道
を

尋

ね

た
。

道

は

や

や
平

坦

に

感
じ

た
。

十

数
里

行
く

と
、

黄
色

の

衣
を

着
た

役
人

が

迎
え

て

進

み

出
て

御

祝
い

を

言
っ

た
。

張

県
令

は
、

「

お

礼
を

し

た

い

と

思

う
。

姓

名
を

教
え

て

ほ

し

い
」

と

言
っ

た
。

役

人

は
、

「

私

は

姓
は

鐘
。

生

前
は

宣

城
県

の

飛

脚
で

あ
っ

た

が
、

華
陰

県
で

死

ん

で
、

そ

の

ま

ま

冥

界
に

採
用

さ

れ

た
。

文

書
を

運

ぶ

仕

事
は

以
前
と

同

じ

つ

ら
さ

だ
」

と

言
っ

た
。

張

令

は
、

「

ど

う

し

た

ら

あ
な

た

を

苦
し

み

か

ら

助
け

出
せ

る

か
」

と

尋
ね

る

と
、

「

た

だ
、

金

天
王

の

求
め

に

応
じ

、

そ

し

て

私

を

門
番
に

任

じ

て

ほ

し
い

と

言
っ

て

く

れ
。

そ

う

す
れ

ば

私

は

神
の

酒

飯
を

腹
一

杯

食
べ

ら
れ

る

だ

ろ

う
。

文

書
が

は

や

半
日

遅
れ

た
。

も

う

こ

れ

以
上

逗
留

す
る
こ

と

は

難
し

い
。

こ

れ
で

あ

な
た

と

は

お

別
れ

し

よ

う
」

と

言
っ

た
。

役
人

は

廟
の

南
の

桑
林
に

入

り

三

五

歩

で

消

え

た
。

　

是
夕
、

張
令
駐

車

華

陰、

決
東

歸
。

計
酬
金

天

王

願
、

所

費
數

瑜
二

萬
。

乃

語
其

僕

日
、

「

二

萬

可

以
瞻

吾

十

舍
之

資

糧

矣
。

安

可

受
祉

于

上

帝
而

私

賂

ω
於

土

偶

人

乎
。

」

明
旦

遂

東
至

偃
師
、

止

于

縣
館

。

見
黄

衫

舊
吏

。

齎
牒

排

闥
而

進
、

叱

張

令

日
、

「

何

虚

妄
之

若

是
。

今

禍
至

矣
。

由

爾
償
三

 
峰
之

願

不

果
決

、

俾

吾

答
一

飯
之

恩
無

終

 
。

悒

悒
之

懷
、

如

痛

毒

螫
。

」

言

訖
、

失

所

在
。

頃

刻
張

令

有
疾

。

留

書
遺
妻

子
、

未
訖
而

終
。

【

校
異
】

ω
「

賂
」

『

原

本
』

「

謁
」

に

作
る

。

『

沈
与

文

野

竹

斎

鈔
本
』

に

拠

り

て

改
む

。

 
「

三
」

『

会
校
』

「

二
」

に

作
る

。

　
『

原

本
』

諸

書
に

拠

り

て

改
む
。

国
「

終
」

『

会

校
』

「

始
終
」

に

作

る
。

『

稗
海
』

に

拠
り

て

改
む

。

【

注
】

〇

十

舍
　

「

舍
」

は

軍
隊
の
一

日
の

行

程
。

三

十

里
。

「

十

舍
」

は

三

百

里
。

○

祉

　
神
の

下

す
幸
い

。

○

土

偶

人

　
塑

像
。

華
岳

廟
の

金

天

王

を
指

す
○

偃
師

　
今
の

河
南

省

偃
師

県
。

○

闥

　
門
扉

。

〇

三

峰

　
崋
山
の

中
峰
・

蓮

花

峰
、

東

峰
・

仙

掌

峰
、

南

峰
・

落
雁

峰
の

三
つ

の

峰
、

引
い

て

金

天
王

を
指

す
。

○

悒
悒

　
心

が

晴
れ

な
い

様
。

○

毒
螫

　
毒
虫

。

【

訓
読
】

　

是
の

夕
、

張
令

車
を

華
陰
に

駐
め
、

決
し

て

東
の

か

た

帰
ら
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ん

と

す
。

金

天

王

の

願
ひ

に

酬
ゆ

る

を

計
る

に
、

費

す
所
の

数

は

二

万

を

逾

ゆ
。

乃

ち

其
の

僕
に

語

げ
て

曰

は

く
、

「

二

万

は

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
た

　

　
　
　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　
　
し

以
て

吾
が

十
舍
の

資

糧
に

贍
る
べ

し
。

安
ん

ぞ

祉
を

上

帝
に

受

け

ん

と

し

て

私

に

土

偶

人

に

賂
す
べ

け

ん

や
」

と
。

明

旦

遂
に

東
の

か

た

偃
師
に

至

り
、

県

館
に

止

ま

る
。

黄

衫
の

旧

吏
を

見

る
。

牒
を

齎
し

闥
を

排
し

て

進
み
、

張

令
を

叱

し

て

曰

は

く
、

　
「

何
ぞ

虚

妄
な
る

こ

と

の

是

の

ご

と

き

や
。

今

禍
至

る
。

爾
三

峰
の

願
を

償
ふ

こ

と

果
決
せ

ざ
る

に

由

り

て
、

吾
を

し

て
一

飯

の

恩
に

答
ふ

る

こ

と

終
り

無

か

ら

し

む
。

悒
悒
の

懐
ひ
、

痛

き

　

　
ど

く

せ

き

こ

と

毒
螫
の

ご

と

し
」

と
。

言
訖

は

り
、

在
る

所
を

失
ふ

。

頃

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
お

く

刻
に

し

て

張

令
疾

有
り

。

書

を

留

め

妻

子
に

遺
ら

ん

と

す

る

も
、

　

　

を

未
だ

訖
は

ら

ず
し

て

終
る

。

【

訳
文
】

　

此
の

夜
、

張

県
令
は

車
を

華
陰
県
に

と
め
、

東
の

故
郷
に

帰

ろ

う

と

決

意
し

た
。

金

天
王

の

願

い

に

報
い

る

額
を

計
算
す

る

に
、

費
用

は

二

万

銭
を

越
え

る
。

そ
こ

で

張
県

令
は

下
僕
に
、

　
「

二

万

銭
は

私
の

三

百

里
の

旅
程

の

食
費
に

充

分
な

額
だ

。

ど

う
し

て

天

帝
の

福
を

受
け
よ

う
と

し

て
、

こ
っ

そ

り

と

塑
像
に

賄

賂
を

贈
る

こ

と

な
ど

で

き

よ

う

か
」

と

言
っ

た
。

明

く

る

朝
、

張
令
は

東
の

偃

師
県
に

至

り
、

県

の

駅

館
に

留
ま
っ

た
。

黄

色

の

衣
を

着
た

従

前
の

役
人

が

現
れ

た
。

文

書
を
持

ち
、

門
扉

を

押
し

開

い

て

進

み

来
て

、

張

令
を

の

の

し

り
、

「

ど

う
し

て

こ

の

よ

う

に

で

た

ら

め

な

の

か
。

今

に

禍
が

至

る
。

あ
な
た

が

華

山
の

神

の

願
い

に

償
う

こ

と

を
果

た

さ

な
い

た

め
、

私

は
一

飯

の

恩
に

答
え

終
え

る
こ

と

が

で

き

な
い

。

憂
鬱
な

思
い

は
、

毒

虫

の

よ

う
に

痛
い
」

と

言
っ

た
。

言
い

終
わ

る

と

姿
が

消
え

た
。

し

ば
ら

く

す
る

と
、

張

県
令
は

病
気
に

な
っ

た
。

手

紙
を

書
い

て

妻
子

に

送
ろ

う
と

し

た

が
、

書
き

終
わ

ら

な
い

う
ち
に

死

ん

で

し

ま
っ

た
。

　

　

　
二

　

崋

山
神
の

邪
恋

−
人

妻
掠

奪

　

官
吏

の

腐
敗
の

実

態
や
、

そ

れ

に

対

す
る

批
判
・

諷
刺
の

文

学

作

品
は

珍
し
い

も
の

で

は

な
い

が
、

西

岳

崋
山
神
・

金
天

王

た
る

者
が

博

奕
の

負
債
に

よ

り

賄
賂
を

受
け

取
る

と
い

う
、

非

常
に

卑

俗

な

堕
落

と

関
連

づ

け
た

と

こ

ろ

に
、

「

浮

梁
張

令
」

の

特

徴

的

な

諷
刺

性

が

あ
る

。

　

中
唐

期
以

降
、

崋

山
神

を
悪

神
と

し

て

記
す

説
話
が

多
く
記

録

　

　

ハ
ア　

さ

れ
る

。

　
「

浮

梁
張

令
」

は
こ

れ

ら
の

上

に

成

り

立
っ

て

い

る
。

　

『

太

平

広

記
』

巻

第
三

百

神

十
「

河

東

県

尉

妻
」

（

出

『

広

異

記
』
）

で

は
、

崋
山

府

君
が

美
し

い

人

妻
を

奪
う
が
、

太
一

神

に

譴

責
さ

れ
、

家
に

返

し

た
こ

と

を

記
す

。

　

景
云

中
、

河

東
南

縣
尉

李
某
妻
王

氏
、

有

美
色

。

…

王

氏

驚
間
所

以
、

答
日

、

「

華
山

府

君
使

來
奉
迎

。

」

辭
不

獲

放
。

…

忽

見
一

人

乘

黒
雲

至
。

云

「

太
一

令

喚
王

夫
人

。

」

…

尋

又
一

人

乘
赤

雲
、

大

怒
日

、

『

太
一

問

華
山

、

何

以

輒
取

生

人

婦
。

不

速

送
還
、

當

有
深

譴
。

』

神

大

惶

懼
、

便
令
送

至

家
。

」景
云

中
、

河

東
南

県
尉

の

李
某
の

妻
王

氏
、

美

色
有
り

。
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…

王

氏

驚

き
て

所
以

を

問
ふ

。

答
へ

て

曰
は

く
、

「

華

山

府

君
来

た

り

て

奉

迎
せ

し

む
」

と
。

辞
す

る
も
放
た

る

る

を

獲

ず
。

…

忽
ち
一

人
の

黒
雲

に

乗

り
て

至

る

を
見

る
。

云

ふ
、

「

太
一

王

夫
人
を

喚
ば
し

む
」

と
。

…

尋
い

で

又
一

人

赤

雲

に

乗

り
、

大
い

に

怒
り

て

曰

は

く
、

「

太
一

華
山

に

問
ふ
、

何
を

以

て

か

輒
ち
生

人
の

婦
を

取
る

。

速
や
か

に

送
還

せ

ず

ん

ぱ
、

当

に

深

譴
有
る
べ

し
」

と
。

神
大
い

に

惶
懼
し

、

便

ち

家
に

送

り

至

ら

し

む
。

）

　

『

太
平

広

記
』

卷
三

百
「

神
十
一

「

仇
嘉

輻
」

（

出
『

広

異

記
』）

で

は
、

鄰

州
の

崔
司

法
の

妻
が

急
死

す
る

が
、

そ
れ

は

崋
山

王

が

気
に

入
っ

て

歓
び

を

尽

く

そ

う
と

召
し

た

の

で

あ
っ

た
。

し

か

し

太
乙

神
の

お

か

げ
で

生

き

返
っ

た

こ

と

を

記
す

。

　

唐

仇
嘉

幅
者

、

京

兆
富

平
人

。

…

後
歳

餘
、

嘉
福

又

應
擧

之

都
、

至

華
嶽

祠
下

。

遇
鄲

州

崔

司
法

妻
暴
亡
、

哭

聲
哀
甚

、

惻

然

憫
之

。

…

問

其

故
。

日
、

「

此

是

嶽

神

所

爲
、

誠

可

留

也
。

」

…

須

臾
遂

活
。

崔

問

其

故
。

妻
云
、

「

初

入

店
時

、

忽

見
雲
母

車
在

階
下

。

健

卒

數
百

人
、

各
持

兵

器、

羅
列

左

右
。

傳
言

王

使
相

迎
、

倉
卒

隨
去

。

王

見

喜
、

方

欲

結

歡
、

忽

有

三

人

來
云
、

『

太

乙

神

問
、

何
以

奪
生

人

妻
。

』

神
惶

懼
。

…

然

不

肯

遣
。

須
臾

、

有
大

祚
五

六

人
、

持
金

杵
、

至

王

庭
。

徒
衆
駭

散
、

獨
神
立

樹

下
、

乞

宥
其

命
。

王

遂

引
己

還
。

」

唐
の

仇

嘉

福
な

る

者
は

、

京

兆

富

平
の

人

な

り
。

　
−

後

歳

余
、

嘉
福

又

挙

に

応

ぜ

ん

と

し

て

都

に

之

き
、

華
岳

祠

の

下

に

至

る
。

遇

た

ま
鄰

州
の

崔
司

法
の

妻

暴
に

亡

び
、

哭

声
哀

し

き
こ

と

甚
だ

し

く
、

惻

然
と

し

て

之

を

憫

れ
む

。

…

其
の

故

を

問

ふ
。

曰

は

く
、

「

此

は

是

れ

岳

神
の

為
す

所
な

り
。

誠
に

留
む
べ

し
」

と
。

…

須
臾

に

し

て

遂
に

活
く

。

崔

其
の

故

を

問

ふ
。

妻

云

ふ
、

「

初
め

て

店

に

入

る

時
、

忽

ち

雲

母

車
の

階
下

に

在
る

を

見

る
。

健

卒
数

百

人
、

各
兵

器
を

持

ち
、

左

右
に

羅

列

す
。

王

相
迎
へ

し

む

と

伝

言

す
れ

ば
、

倉
卒
と

し

て

随
ひ

去

る
。

王

見
て

喜
び

、

方
に

歓
を

結
ば
ん

と

欲
す

る

や
、

忽
ち

三

人
の

来
た

る

有
り

て

云

ふ
、

『

太
乙

神
問
ふ

、

何
を

以
て

生

人
の

妻
を

奪
ふ

か
』

と
。

神

惶

懼
す

。

…

然

れ

ど

も

遣
る

を

肯
ぜ

ず
。

須

臾
に

し

て
、

大

神
五

六

人

有
り

。

金

杵
を

持

ち
、

王

庭

に

至

る
。

徒

衆
駭

き

散
る

も
、

独
り

神

の

み

樹
下

に

立

ち
、

其
の

命
を

宥

す

を

乞
ふ

。

王

遂
に

己

を

引
き

還

す
」

と
。

　

『

太

平
広

記
』

巻
第
三

百

七

十
八

再

生

四

「

李

主

簿
妻
」

（

出

　

　

ロ
きロ

『

逸

史
』

）

で

は
、

新

婚
の

李

主

簿
の

妻
が

、

金

天
王

に

参

拝
し

た

と

こ

ろ
、

金
天

王

に

気
に

入

ら

れ

連

れ
去

ら
れ

る

が
、

術
士
・

葉
仙

師
の

符
術
に

よ

り

解
放
さ

れ

た

こ

と
を

記

す
。

　

選
人

李
主

簿
者
新

婚
、

東
過

華

岳、

將
妻

入
廟

、

謁

金

天

王
。

妻
拜

次
、

氣
絶
而
倒

。

唯
心

上

微
暖

。

…

縣
宰
日

、

「

葉

仙

師

善
符

術
。

…

公

可

疾

往
迎

之
。

」

李
公

單

馬

奔

馳
五

十

餘
里
、

遇
之

。

李
生

下
馬
、

拜

伏
流

涕
、

具

言
其

事
。

仙

師
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日
、

「

是

何

魅

怪

敢

如

此
。

」

遂

與

李

先

行
。

…

乃

以

朱
書

一

道

符
、

噴
水
叱

之
。

聲
如
霹

靂
。

須

臾
口

鼻
有

氣
。

漸

開

眼

能

言
。

人

間

之
。

日
、

「

某

初
拜

時
、

金

天

王

日
、

『

好

夫
人

。

』

第
二

拜

云
、

『

留

取
。

』

…

俄

有
赤

龍

飛

入
。

正

扼

王

喉
。

纔

能

出

聲
、

日
、

『

放
去

。

』
」

…

李

生

馨

嚢

以
謝

、

葉
師
一

無

所
取

。

是
知

靈
廟
女

子
不

得
入

也
。

　
選

人
李

主

簿
な

る

者
新
た

に

婚
し

、

東
の

か

た

華
岳
に

過

り
、

妻
を

将
ゐ

て

廟
に

入

り
、

金

天

王

に

謁
す

。

妻

拝
す
る

こ

と

次

ず
る

や
、

気

絶
し

て

倒

る
、

唯
だ
心

上

の

み

微
に

暖

か

な
り

。

…

県
宰

曰

は

く
、

「

葉

仙

師

符

術
を

善
く

す
。

・

公

疾
く

往

き
て

之

を

迎
ふ
べ

し
」

と
。

李
公

単

馬
に

て

奔
馳

す
る

こ

と

五

十

余
里

に

し

て
、

之

に

遇
ふ

。

李

生

馬

よ

り

下

り
、

拝
伏

流

涕
し

て
、

具

に

其
の

事
を

言
ふ

。

仙
師
日

は

く
、

「

是
れ

何
の

魅
怪
に

し

て

敢
へ

て

此

の

ご

と

く

す
る

」

と
。

遂
に

李

と

先
行

す
。

…

乃

ち

朱

書
の
一

道
符

を

以

て
、

水

を

噴
き

て

之

を
叱

す
。

声

霹
靂
の

ご

と

し
。

須

臾
に

し

て

口

鼻

気
有
り

。

漸

く
眼

開

き
能
く

言
ふ

。

人

之

に

問

ふ
。

曰

は

く
、

「

某

初
め

拝
す
る

時
、

金

天
王

曰

は

く
、

『

好

夫

人

な

り
』

と
。

第
二

拝
に

云

ふ
、

『

留
取

せ

よ
』

と
。

…

俄
に

赤

竜
の

飛

び

て

入

る

有
り

。

正

に

王

の

喉

を
扼

す
。

纔
に

能
く

声
を

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

つ

出

だ

し
、

曰

は

く
、

『

放
去
せ

よ
』

と
」

と
。

…

李

生

嚢
を

聲

く
し

以

て

謝
せ

ん

と

す
る

も、

葉
師
一

も
取

る

所

無
し
。

是

れ

霊

廟
は

女

子
の

入

る

を

得
ざ

る

を

知
る

な
り

。

　

　

　

三

　
崋
山

神
の

夫

人
の

浮

気

　
崋

山
神
の

堕
落
が

そ
の

家
族

に

及
ぶ
こ

と
、

特
に

夫

人
に

関
す

る

説

話
は

描
写

に

委
曲
を

尽

く
す

。

欲
望

に

お
い

て

神

女
と

人
間

の

夫
人

と

同
亠

視

す
る

も

の

で
、

唐
代
の

特

徴
と

言
え

る
。

「

后

土
夫

人
信

仰
」

に

も
こ

の

神

人
の

同
一

視
が

よ

く

表
れ

て

お

り
、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　ハ
　り

「

后

土
夫
人

伝
」

と

し

て

小
説

化

さ

れ
て

い

る
。

　
『

太

平

広

記
』

巻
三

百
神

十

「

三

衛
」

（

出

『

広

異
記
』
）

で

は

崋

山

神
の

第
三

夫
人

が

三

衛
な

る

者
に

頼
り
、

夫
で

あ

る

崋

山

神

に

冷
遇

さ
れ
て

い

る

と
い

う

実

家
へ

の

伝
言

を
し

た

こ

と
を

記

す
。

た

だ
し

、

こ

の

説

話
は

淫

奔
と

ま

で

は

言
え
な

い
。

　
開

元

初
、

有
三

衞

自
京

還
青

州
。

至

華
嶽

廟
前

、

見

青
衣

婢
。

衣

服

故

悪
、

来
白
云

、

「

娘
子

欲

見
。

」

因

引

前

行
。

遇

見
一

婦

人
。

年
十

六

七
、

容
色

慘
悴

。

日
、

「

己

非

人
。

華
嶽
第
三

新
婦

。

夫
壻
極

惡
。

家
在

北
海

。

…
」

　

開
元
の

初
め

、

三

衛
の

京

よ

り

青
州
に

還

る

有
り

。

華
岳

廟
の

前

に

至

り
、

青
衣

の

婢
を
見

る
。

衣

服
故

く
悪
し

。

来

た

り

て

白
し

て

云

ふ
、

「

娘
子

見
え
ん

と

欲

す
」

と
。

因

り

て

引

き

て

前

み

行

く
。

　一

婦
人

に

遇
ひ

見

る
。

年

十
六

七
、

容
色

惨

悴
な

り
。

曰

は

く
、

「

己

は

人

に

非

ず
。

華
岳
の

第

三

の

新
婦
な

り
。

夫

壻
極
め

て

悪
し

。

家
は

北

海
に

在
り

。

…
」

と
。

『

太

平

広

記
』

巻
三

百

神

十

「

李

提
」

（

出

『

広

異

記
』
）

は
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華
岳

神
の

三

人
の

夫

人

が
、

華

岳
神

の

例

年
の

不

在
時
に
、

浮
気

を

楽
し

ん

だ

と

い

う
も

の

で
、

夫

人
た

ち
の

淫

奔
の

白

眉
で

あ
る

。

よ
っ

て

全

文

を

引
く

。

　

趙
郡

李
提

、

以

開
元

中
謁

華
嶽

廟
、

過

三

夫

人

院
。

忽

見

神

女
悉

是
生

人
。

邀
入

寶
帳

中
、

備
極

歡
洽
。

三

夫

人
迭

與

結

歡
。

言

終
而

出
。

臨
訣

謂

提

日
、

「

毎
年
七

月

七

日

至

十

二

日
、

嶽
神

當
上

計
於

天
。

至

時
相

迎
。

不

宜

辭
讓
。

今
者

相
見

亦

是

其
時

。

故

得
盡

歡
爾

。

」

自
爾
七

年
、

毎
遇

其
日

、

奄
然

氣
盡

。

家

人
守
之

、

三

日

方
悟

。

説
云

、

「

靈
帳

球
筵

、

綺
席

羅
薦

、

搖
月

扇

以
輕

暑
、

曳
羅
衣

以
縱
香

。

玉

佩

清
冷

、

香
風

斐
聲

。

候

提

之

至
、

莫
不

笑
開

星

靨
、

花
媚

玉

顏
。

敍

離
異

則
涕

零
、

論

新
歡

則
情
洽

。

三

夫
人

皆
其
有

也
。

堤
才

偉
於

器
、

尤

爲

所
重

。

各

盡
其

歡
情

。

及

還

家
、

莫
不

惆
悵

鳴
咽

、

延

景

惜

別
。

」

提

既
悟

、

形

貌

流

浹
、

輒

病

十
來

日

而

後

可
。

有

術

者

見
提

云
、

「

君

有

邪

氣
。

」

爲
書
一

符
。

後
雖

相
見
、

不

得
相
近

。

二

夫
人
一

姓
王

、

一

姓

杜
、

罵
云

、

「

酷

無

行
。

何

以

帶
符

爲
。

」

小

夫

人

姓

蕭
、

恩

義

特
深

。

涕
泣

相

顧

誡
混

、

「

三

年
勿

言
。

言

之

非
獨

損

君
、

亦

當

損

我
。

」

提

問

以

官
。

云
、

「

合
進
士

及

第
、

終
小

縣
令

。

」

皆

如

其
言

。

　
趙

郡
の

李

提
、

開
元

中
を

以
て

華
岳

廟
に

謁

し
、

三

夫

人

の

院
に

過
る

。

忽

ち
神

女
の

悉
く

是

れ
生

人

な

る

を

見
る

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

あ

ま

ね

邀
へ

て

宝

張
の

中
に

入

ら

し

め
、

備

に

歓
を

極
む

る
こ

と

洽

　

　

　

　

　
か

た

み

し
。

三

夫

人

迭

に

与

に

歓
を

結
ぶ

。

言

終

り
て

出
だ

す
。

訣

に

臨

み

て

漫

に

謂
ひ

て

曰

は

く
、

「

毎

年
七

月
七

日

よ

り

十
二

日

に

至

り
、

岳

神
当
に

計
を

天

に

上

す
べ

し
。

時
に

至

れ

ば

相

迎
ふ

。

宜

し

く
辞

譲
す
べ

か

ら

ず
。

今

者
相

見
る

も

亦
是

れ
其
の

時
な

り
。

故
に

歓
を
尽

く

す
を

得
る

の

み
」

と
。

爾
る

よ

り

七

年
、

其
の

日

に

遇

ふ

毎
に
、

奄

然
と

し

て

気
尽

く
。

家
人

之

を

守

れ

ば
、

三

日

に

し

て

方

に

悟
る

。

説

き
て

云

ふ
、

「

霊

帳

瑤
筵

、

綺
席

羅

薦
、

月

扇

を

搖
し

て

以
て

暑

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

は

な

を

軽
く

し
、

羅
衣

を

曳

き

て

以

て

香
を

縦
つ

。

玉

佩

は

清
冷

に

し

て
、

香

風

は

斐
亶
た

り
。

提
の

至

る

を

候
ち
、

笑
ひ

て

星

靨
を

開
き
、

花
は

玉

顏
に

媚
び

ざ
る

は

莫
し

。

離
異
を

叙

す

れ

ば

則
ち

涕
零

れ
、

新

歓
を

論
ず
れ

ば

則
ち

情

洽
し

。

三

夫

人

皆
其
れ

有
る

な

り
。

提
才
と

し

て

器
に

偉
た

り
。

尤

も

重

ん

ず

る

所

と

為
る

。

各
お
の

其
の

歓
情
を

尽

く
す

。

家
に

還

る

に

及

ば
ん

と

す

る

や
、

惆

悵
鳴
咽

し
、

延

景
惜

別
せ

ざ

る

は

莫
し

」

と
。

　

提

既

に

悟
る

も
、

形
貌
は

流
浹
、

輒
ち

病
み

て

十

来
日

に

し

て

後
に

可

な
り

。

術

者
有

り
、

提
を

見
て

云

ふ
、

「

君

に

邪

気

有
り

」

と
。

為
に
一

符
を

書
す

。

後
相

見
る

と

雖
も

、

相
近
づ

く

を
得

ず
。

二

夫
人
一

の

姓
は

王
、

　一

の

姓
は

杜
、

罵
り

て

云

ふ
、

「

酷
だ

行

無
し

。

何
を

以

て

符

を

帯
ぶ

る

を

為
す
」

と
。

小

夫
人

姓

は

蕭
、

恩
義

特
に

深
し

。

涕
泣
し

て

相
顧

み

て

提
を

誡
む
、

「

三

年

言
ふ

勿
か

れ
。

之

を

言

は

ば

独

り
君

を
損
ふ

の

み

に

非

ず
、

亦

当
に

我
を

損
ふ
べ

し
」

と
。

涅

問
ふ

に

官
を

以

て

す
。

云

ふ
、

「

合

に

進

士

及

第
し

て
、
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小

県
の

令
に

終
る
べ

し
。

」

皆
其
の

言
の

ご

と

し
。

　

　

　
四

　
崋
山

神
の

三

女
の

恋
慕

　
崋−

山
神
の

娘
に

関
し

て

も
、

人
間
の

男
子

を

魅
惑
し

た

り
、

　一

方

的

に

結

婚
し

た

り

す
る

説

話
が

多
い

。

「

第
三

女
」

の

行
動

で

あ

る

点
に

特

徴
が

あ
る

。

　

『

太

平

広

記
』

巻
三

百

二

神

十
二

「

華
嶽

神

女
」

（

出
『

広

異

記
』
）

に

は
、

科

挙
に

応

じ

よ

う
と

す
る

男
が

公

主
と

同

宿
す

る
。

公
主

は

男
を

気
に

入

り
、

寝
室

を
贅

沢
に
設

え
、

床
を

共
に

す
る

。

後
、

二

男
一

女
を

得
る

が
、

公

主
は

自

分
が

人
間
で

は

な
い

こ

と

を

告

白
し
、

他
に

妻
を

娶
る

よ

う

に

勧
め

る
。

そ

う
し

た

折
、

男

が

護

符
を

身
に

着
け

公

主
の

家
に

入

ろ

う

と

す
る

が

入

れ

な
い

。

公

主
は

悲
し

み

な
が

ら
、

自

分
は

華
岳
の

第
三

女
で

あ

る

と

身
を

明
か

し
、

消
え

去
っ

た

こ

と

を

記
す

。

全

体
的
に

は

悪

女
の

イ

メ

ー

ジ

は

弱
い

が
、

出
会
っ

て

の

同

衾

場

面
は

淫
靡
で

あ

り
、

結
婚

と

別

れ

が
一

方
的
に

進
行

す
る

。

神

人

交
婚

譚

の

定
型

の

上

に

官

能
的

な

要
素
を

含
む

。

　
近

代
有
士

人

應

擧
之

京
、

途

次
關
西

。

宿
於

逆
旅

舍
小

房

中
、

俄

有

貴

人

奴

僕

數
人
、

云
、

「

公

主

來

宿
。

」

…

既
而

見

某
。

羣

婢
大

罵
。

公
主

令
呼

出
。

熟

視
之

日
、

「

此

書

生

頗

開

人

意
。

不

宜

挫
辱

。

第
令

入

房
。

」

浴

畢
召

之
。

言

甚

會

意
。

使
侍

婢
洗

濯
。

舒
以

麗

服
、

乃

施

絳
帳
、

舖
錦

茵
。

及

他亠
寢

玩

之

具
、

極
世

奢
侈

。

爲

禮
之

好
。

…

公

主
云

、

「

我

華
嶽

第
三

女
也

。

」

言

畢
訣
去

。

出
門

不
見

。

　
近

代
に
士

人

挙
に

応
ぜ

ん

と

し

て

京

に

之

く

も
の

有
り
、

途
み

ち
関

西

に

次
す

。

逆
旅

の

舎
の

小

房

中
に

宿
る

。

俄
に

貴
人
の

奴
僕

数
人

有
り

。

云

ふ
、

「

公

主

来
た

り

て

宿

る
」

と
。

…

既
に

し

て

某
を

見

る
。

群
婢

大
い

に

罵

る
。

公

主

呼

び

出
で

し

む
。

之

を

熟

視
し

て

曰

は

く
、

「

此
の

書
生

頗
る

人

意
を

開
く

。

宜
し

く
挫

辱
す
べ

か

ら

ず
。

第
だ

房

に

入

ら

し

め

よ
」

と
。

浴
畢
は

り

之

を

召
す

。

言

甚
だ

意
に

会
ふ

。

侍

婢
を
し

て

洗

濯
せ

し

む
。

舒
ぶ

る

に

麗

服
を

以

て

し
、

乃

ち

絳
帳
を

施
し

、

錦

茵
を

舗
く

。

他
の

寝

玩
の

具
に

及

ぶ

や
、

世
を
極
め

て

奢
侈
た

り
。

礼
の

好
し

き
を

為
す

。

…

公

主
云

ふ
、

「

我
は

華
岳
の

第
三

女
な

り
」

と
。

言

畢
は

り

訣

れ
去

る
。

門
を
出
で

見
え

ず
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
り　

　

『

類

説
』

巻
二

十
八

「

華
嶽
霊

姻
」

で

は
、

韋
子

卿
な
る

者
が

華

陰
の

廟
で

、

酒
を

飲
み

酔
っ

払
い
、

崋

山
神
の

三

人
の

娘
を

祭

っ

た

院

で
、

自

分
が

科
挙
に

合

格
し

た

ら
、

第
三

女

を
妻
に

し

よ

う

と

言

う
。

す
る

と

父

親
の

金

天

王

が

本
当
に

三

女
を

娶
る

よ

う

に

迫
る

。

韋

子

卿
は

結
婚

を

逃
れ

よ

う

と

し
、

死

ん

で

し

ま
っ

た

こ

と

を

記

す
。

　

韋
子

卿
擧

孝
廉
、

華
陰

廟
、

飮

酣
、

遊
諸

院
。

至

三

女
院

、

見

其

妹
麗
、

日
、

「

我

擢

第
囘

、

當

娶
三

娘

子

爲
妻

。

」

韋
子

卿
孝
廉
に

挙

げ
ら

れ
、

華

陰
廟
に

て
、

飲
む

こ

と

酣
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に

し

て
、

諸
院
に

遊
ぶ

。

三

女
の

院
に

至

り
、

其
の

妹
の

麗

し

き

を

見
て

、

曰

は

く
、

「

我

第
に

擢
で

ら

れ

て

回

る

や
、

当

に

三

娘
子

を
娶

り

て

妻
と

為
さ
ん
」

と
。

　
『

太

平
広

記
』

巻

三

百

八

十
四

再

生

十

「

王

勲
」

（

出

『

広

異

記
』

）

に

は
、

華
岳

廟
の

第
三

女
に

魅

惑
さ

れ
、

一

度
は

死
ん

で

し

ま
い
、

後
、

再

生

し

た

男
の

こ

と

を

記
す

。

　

華
州

進

士

王

勳、

與
其

徒
趙
望

舒
等

入

華
嶽

廟
。

入

第
三

女
座
、

悦
其

倩
巧

而

蠱

之
。

帥
時

便
死

。

望
舒

惶

懼
、

呼

神

巫
、

持

酒

饌
。

神

前

鼓
舞

。

久
之

方

生
。

…

云
、

「

女
初

藏

己

於
車

中
、

適

縫
綣

。

被
望

舒

彈
琶
琶

告
王
、

令
一

黄
門

搜

諸
婢
車

中
。

次
諸

女
、

既
不

得
已
、

被

推
落
地

。

因

爾
遂

活

矣
。

」

　

華
州
の

進
士

王

勲
、

其
の

徒
の

趙
望

舒
等
と

華
岳

廟
に

入

る
。

第
三

女
の

座

に

入

り
、

其
の

倩
巧

を
悦
び

之
に

蠱
せ

ら

る
。

即
時
に

便
ち

死

す
。

望

舒
惶

懼
し

て
、

神

巫

を

呼
び
、

酒

饌
を

持
せ

し

む
。

神

前
に

て

鼓
舞
す

。

之

を

久
し

く
し

て

方

に

生

く
。

…

云

ふ
、

「

女

初
め

己

を

車
中
に

蔵
し

、

適
に

縺
綣
す

。

望

舒
に

琶
琶

を

弾
き

て

王

に

告
げ
ら

れ
、

→

黄

門

を

し

て

諸

婢
の

車

中
に

捜
さ

し

む
。

諸
の

女
に

次
じ
、

既

に

已

む

を

得
ず
、

推

さ
れ

て

地

に

落
つ

。

爾

る

に

因
り

て

遂
に

活

く
」

と
。

　

　

　
五

崋

山
神
の

三

男
の

横
恋

慕

　

更
に

邪

恋
・

横
恋

慕
の

癖
の

息
子

に

及

ぶ

こ

と
、

親
も

親
な
ら

子

も
子
の

イ
メ

ー
ジ

が
あ
っ

た
。

　

『

太

平
広

記
』

巻
三

百
三

「

韓
光

祚
」

（

出

『

紀

聞
』

）

で

は
、

崋

山
神

の

三

男
・

三

郎
が

桃

林
の

令
韓

光
祚
の

愛
妾

を
掠

奪
し

た

こ

と

を

記

す
。

　
桃

林
令

韓
光
祚

、

攜

家
赴
官

。

途

經

華
山
廟
、

下

車

謁
之

。

入

廟

門
而

愛
妾
暴
死

。

令
巫

請

之
。

巫

言
、

「

三

郎

好
汝
妾

。

既

請
且

免
。

至

縣

當
取

。

」

光
祚
至

縣
、

乃

召
金
工

、

爲
妾

鑄
金

爲
觀

世
音

菩
薩
像

。

然
不

之

告
。

五

日
、

妾
暴

卒
。

半

日

方

活
。

云
、

「

適
華
山

府

君
、

備

車
騎

見

迎
。

出

門
、

有

一

僧
。

金

色
、

遮

其
前

。

其

騎
不

敢
過

。

神

日
、

『

且

留
。

更

三

日

迎
之

。

』

光
祚

知

其
故

、

又

以
錢
一

千
、

圖

菩
薩

像
。

…
」

　
桃

林
の

令
韓

光
祚

、

家
を

携
へ

官
に

赴

く
。

途
み

ち

華
山

廟
を

経
て

、

車
を

下

り

て

之

に

謁

す
。

廟
門
に

入
れ

ば
而

ち

愛
妾

暴
に

死

す
。

巫

を
し

て

之

を

請
は

し

む
。

巫

言

ふ
、

「

三

郎

汝
が

妾
を

好
む

。

既
に

請
ふ

れ
ば

且
に

免
れ

ん

と

す
。

県

に

至

れ

ば

当
に

取
る
べ

し
」

と
。

光
祚
県

に

至

り
、

乃

ち

金

工

を

召

し
、

妾
の

為
に

金

を

鋳
て

観
世
音

菩
薩

像
を

為
る

。

然
れ

ど

も

之

を
告

げ
ず

。

五

目

に
し

て
、

妾
暴
に

卒

す
。

半

日

に

し

て

方
に

活

く
。

云

ふ
、

「

適
に

華
山

府

君
、

車

騎
を

備
へ

て

迎
へ

ら
る

。

門
よ

り

出
つ

れ

ば
、

一

僧

有
り

。

金

色
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に

し

て
、

其
の

前
を

遮
る

。

其
の

騎
敢
へ

て

過
ぎ

ず
。

神

日

は

く
、

『

且

く
留

ま

れ
。

更
に

三

日

に

し

て

之

を

迎
へ

ん
』

と
。

光

祚
其
の

故

を

知

れ

ば

を

図

か

し

む
。

…
」

、

又

銭
一

千
を

以
て
、

菩

薩
像

　
　

　

お

わ

り

に

　

以

上

先

ず
「

浮

梁
張
令
」

を

考
釈
し

た
。

そ
の

内

容

特
徴
は

浮

梁
県

令

張

某
と

い

う
官
吏
の

汚

職
、

そ
の

延

命
の

た

め

に

利
用
さ

れ

る

冥

吏
・

仙

官
・

崋

山

神
の

堕
落
に

対

す
る

諷

刺
で

あ

る
。

　

官

吏
の

汚

職
に

対
す
る

諷

刺
は

広

く

行
わ
れ

る

が
、

神
を

冒

漬

に

近
い

ま
で

に

諷

刺

す

る

筆

鋒
は

鋭
い

。

　
こ

の

神
に

対
す
る

諷

刺

性

の

背
景
を

考
え
、

華

岳
神
に

関
す
る

説

話
を

調
査
し

た
。

そ
の

結
果

、

華
岳
神
を

筆
頭
に
、

夫
人
・

娘
・

息

子

と
一

族
遍
く

悪
評

が

あ
っ

た

こ

と
が

分
か
っ

た
。

　
こ

の

華

岳
神
一

族
の

零

落
に

は

根

拠
が

あ
る

と

考
え

ら

れ

る
。

一

つ

に

は

崋

山
の

位

置
。

都
長

安
に

近
く

、

交
通
の

要

所
に

あ

り
、

多

く
の

文
人

が

遊
ん

だ
。

そ

の

こ

と

は

「

唐
華
嶽
題

名
」

に

見
え

　
け　

る
。

　
よ
っ

て

自
然
と

そ
の

祭
神
は

馴
染

み
深

く
、

人

間
に

近
い

も
の

と

し

て

筆
端
に

寄
せ

ら
れ

た

と

考
え

ら
れ

る
。

　
ま

た

崋
山
神
・

そ
の

息
子
の

好
色

、

ひ
い

て

夫
人
の

淫

奔
は

、

崋
山
の

女
冠
が

娼
妓
と

し

て

の

性
格
を

持
っ

て

い

た

こ

と

に

関
連

す
る

。

　
　

　

　
　

　

　
　
ロ　

　

韓
愈
の

「

崋
山

女
」

は
、

崋

山
の

女
冠
の

艶

美
な
様
、

そ

し

て

そ
れ
に

群
が

る

若

者
た

ち
を

皮
肉
を

込

め

て

詠
じ

る
。

華
山
女

皃
家
奉

道、

洗

妝
拭
面

著
冠

被、

遂

來
昇
座

演
眞

訣、

不
知

誰
人

暗
相

報、

掃

除
衆
寺

人
跡

絶、

觀

中
人
滿
坐

觀
外
、

抽
簪冖

脱
釧

解
環

佩、

天

門
貴
人

傳
詔

召、

玉

皇

頷
首

許
歸
去
、

豪

家
少
年
豈
知

道
、

雲
窓

霧
閣

事
恍

惚、

仙
梯

難
攀

俗
縁
重
、

欲
驅

異
教

歸
仙
靈

。

白

咽

紅
頬

長
眉

青
。

觀
門

不

許

人
開

肩
。

匍
然

振
動

如
雷

霆
。

騨
驩

塞
路

連
輜
輯

。

後
至

無
地

無
由

聽
。

堆
金

疊
玉

光
青

螢
。

六

宮

願
識

師
顏
形

。

乘
龍

駕
鶴

來
青
冥

。

來
繞

百

匝

脚
不

停
。

重
重

翠
幕

深
金
屏

。

浪
憑

青
鳥

通
丁

寧
。

華
山
の

女
児

家
道
を

奉
じ
、

異
教

を
駆
っ

て

仙
霊
に

帰
せ

し

め

ん

と

欲

す
。

妝

を
洗
ひ

面

を

拭
り

て

冠
帳

を
著

け
、

白
咽

紅
頬

長

眉
青

し
。

遂
に

来
り

て

座
に

昇
り

真
訣

を
演
べ

、

観
門

許
さ

ず
人

の

后
を

開

く
を

。

知

ら

ず

誰
人

か

暗
か

に

相
報

ず
る

を
、

笥

然
と

し

て

振

動

す
る

こ

と
雷

霆
の

ご

と

し
。

衆
寺
を

掃
除
し

て

人
跡

絶
え

、

騨

駟
路
に

塞
が

り

て

輜

耕

連
ぬ

。

観
中
に

人

満

ち
て

観
外

に

坐

し
、

後
れ
て

至

る

も

の

地

無
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く

聴
く
に

由

無
し

。

　
　

　

簪
を
抽

き
釧

を

脱
し

環
佩

を

解
く
、

金
を

堆
み

玉

を

畳

み

　
　

　

て

光
青

焚
た
り

。

　
　

　

天

門
の

貴
人

詔
を

伝
へ

て

召
し
、

六

宮

師
の

顔

形
を

識
ら

　
　

　

ん

と

願

ふ
。

　
　

　

玉

皇
首
を

頷

き
て

帰
去

す
る

を

許
し
、

竜
に

乗

り

鶴

に

駕

　
　

　

し

青
冥
を

来
た

る
。

　
　

　

豪

家
の

少

年
豈

に

道
を

知
ら

ん
、

来

り

て

繞
る

こ

と

百
匝

　
　

　

し

て

脚
停

ま
ら

ず
。

　
　

　

雲

窓
霧

閣
事
恍

惚
た

り
、

重

重
た

る

翠
幕
深

き

金

屏
。

　
　

　

仙

梯
攀
ぢ

難
く

俗

縁
重
し

、

浪
り

に

青
鳥
に

憑

り

て

丁

寧

　
　

　

を

通
ず

。

　

以

上
、

「

浮

梁

張

令
」

を

様
々

な

面

か

ら

考
察
し

た
。

『

纂

異

記
』

は

「

浮
梁
張

令
」

の

よ

う

な
諷

刺

性
が

強
く
、

且
つ

文

学
的

に

完

成
度
の

高
い

作
品

を

収
録

す
る

。

引
き

続
き

他
の

作
品

を

考

釈
し

て
、

『

纂
異

記
』

全

体
の

特

徴
や
方

向

性
を

考
え
た

い
。

　
　
注

（
1
）

『

中

国
学
研
究

論
集
』

第
七

号
（
広

島

中
国
学
学

会

　
二

〇
〇
一

　

年
）

（

2
）

『

中

国
中
世

文

学
研

究
四

十

周

年

記
念
論
文
集
』

（

中
国

中
世
文

学

　

会
　
二

〇
〇
一

年
）

（

3
）

「

唐
代

小

説
『

韋

安
道
』

に
つ

い

て
」

（
『

中
国
中

世
文

学
研
究
』

　

第
23

号

　
中

国

中
世

文
学
会

　
一

九

九

二

年
V

（
4
）

「

唐
代

女
侠
小
説
『

紅
線
伝
』

に
つ

い

℃
」

（
『

山

陽
女
子

短
期

大

　

学
紀
要
』

第
二

十

号

　
一

九

九

四

年）

（
5

）

「
『

霍
小

玉

伝
』

に
つ

い

て
」

（

『

山

陽
女
子

短

期
大

学
紀
要
』

第
十

　
六

号

　
一

九

九

〇

年
）

（
6

）

本
稿
考
釈
参
考
資
料
を

次
に

挙
げ

る
。

な
お
『

太

平
広

記
』

白

話

　

訳
は

数
が

多
い

の

で
、

一

書
の

み

記
し

た
。

　

『

唐
人
小
説
研
究
　
纂
異

記
与

伝
奇
校

釈
』

（
王

夢
鵬

　
芸

文

印
書

館

　

　
一

九

七
一

年）

　

『

唐
人

伝
奇
』

（
李
宗
為
　
中

華
書
局

　
一

九
八

五

年）

　

『

唐
人
小

説
校
釈
』

上

（

王

夢
鴎
　
正

中
書
局

　
　

九

九
一

年
）

　
『

纂
異
記

　
甘
澤
謡
』

（
李
宗

為

　
上

海
古
籍
出
版
社
　
一

九
九
一

年
）

　

『

白
話
太

平
広

記
』

〔
北

京
燕
山

出

版
社
　
一

九

九

三

年）

　

『

唐
五

代
志
怪
伝
奇
叙

録
』

下

冊

〔
李
剣

国

　
南
開

大

学
出

版
社

　

　
一

九

九

三

年）

　

『

全

唐
五

代
小

説
』

第
二

冊

（

陝
西

人
民

出
版
社

　
一

九

九

人

年
）

　
『

新
釈

太
平
広
記
鬼

部
4

』

（

西

本
芳
男
　
西

本
芳
男
　
二

〇

〇

人

年
）

　

『

全
唐
五

代
筆
記
』

第
二

冊

（
三

秦
出
版
社

　
二

〇
一

二

年）

（

7
）

「

白

猿
伝
の

系

譜
」

（

成
行
正

夫

『

芸

文

研
究
』

（
三

三
）

　一

九

七

　

四

年
）

（

8
）

「

李
主

簿
妻
」

（
出

『

逸
史
』
）

は

『

類
説
』

巻
二

十
七

『

逸
史
』

　
に

「
金
天

王

留
李
主

簿

妻
一

、

『

紺

珠

集
』

巻
十

『

唐
逸
史
』

に

「
符

　

作
赤

龍
」

と
題
し

て

収

め
、

更
に

『

葉

浄
能
詩
』

変
文

に

作
ら
れ

流

　

布
し

て

い

る
。

（
『

敦
煌
変
文

集
』

巻
二

　
人
民

文

学
出
版
社

　
一

九

　

八
四

年
）

（

9
）

『

太

平
広

記
』

訳

注

〔
二

十
三
）

1
巻
二

百

九

十
人

「

神
」

（

九
〉
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ー
（
太

平
広

記

研
究
会

　
担
当

大

角

哲
也

　
『

中
国
学
研
究
論

集
』

　

第
三

十
二

号

　
二

〇
一

四

年）

（
10
）

『

類
説
』

巻

二

十
八

『

異

聞

集
』

所
収

。

節
録
で

文

義
が

通

じ

な

　

い

箇

所

が

多
い

。

（
11
）

欧
陽
修

『

集
古
録
跋

尾
』

卷
六

「
唐
華
嶽
題

名
」

「

右
華
嶽
題

名。

　

自
唐
開

元
二

十
三

年
、

訖
後
唐

清
泰

二

年
、

實
二

百
一

年
、

題

名
者

　

五

百
一

人
、

再

題

者
又

三

十
一

人。

往
往
當
時

知
名
士

也
。

或
兄

弟

　

同
游、

或
子

俚
並

侍、

或
寮
屬
將
佐

之

鹹
在

、

或
山

人

處
士

之

相
攜
。

　

或
奉
使

奔
命

、

有
行

役
之

勞
、

或
窮
高
望
遠
、

極
登

臨

之

適
。

其

富

　

貴
貧
賤、

歡
樂

憂

悲
，

非

惟
人

事
百

端
、

而

亦

世
變
多
故

。

」

（
12
）

『

全
唐
詩
』

卷

三

百

四

十
一

韓
愈
「

華
山
女
」
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